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１．治水に関する基本的な考え方 

 
河川整備の実施にあたっては、将来的に達成すべき整備目標を定める河川整備基本方針

を策定することとしている。 
ただ、河川整備基本方針に示す目標を達成するためには非常に多大な時間、費用が必要

となることから、河川整備計画において、それに至る段階的整備としての当面実施すべき

具体的な整備内容を定めることとしている。 
以下に示しているのは、河川整備計画に盛り込むべき治水にかかる整備内容を検討する

にあたっての、河川管理者の基本的な考え方である。 
 
・河川整備計画において当面実施すべき具体的な整備内容を定める場合にあっても、洪水

はいつどのような規模で発生するか分からないことから、あらゆる規模の洪水に対して

被害をできる限り小さくすることを治水対策の目標とする。 
 
・治水対策は、ソフト、ハードの大きく２種類に分けることができる。また、流域におい

て実施する対策と河川の中で実施する対策と分類することもでき、前者はソフト、ハー

ド両方の対策があるが、後者はハード対策が基本となる。 
  ソフト対策は、規模の小さい洪水から大きい洪水まで、あらゆる規模の洪水に対して

対策に応じた効果を発揮することができるが、それだけで被害をゼロにすることはでき

ない。 
一方、ハード対策のうち、河川の中で実施する対策は、一定の規模以下の洪水に対し

ては確実に効果を発揮させることができるが、施設の対応可能な規模を上回る非常に大

きい洪水に対しては限界がある。 
 
・したがって、あらゆる規模の洪水に対して被害の最小化を図るためには、ソフト、ハー

ドのいずれか一方のみで十分ということはなく、両方を効果的に組み合わせて対策を講

ずる必要がある。 
 
・ハード対策のうち、河川の中で実施する対策としては、質的対策と量的対策がある。 
 
・質的対策は、具体的には堤防が本来有するべき機能を発揮することを目的として行うも

のであり、機能を満たしていない堤防については早急に対策を講ずる必要がある。 
さらに、質的対策を一層進めることは、結果的に施設設計上の想定を上回る外力に対

しても有効であるため、できる限り取り組むこととするが、その機能が担保されるよう

施工することはできないことから、計画上見込むことはできないことを念頭に置いてお

く必要がある。 
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・一方、量的対策の基本は洪水時の水位を低下させることであり、具体的にはより大きな

規模の洪水を安全に流下させることができるよう施設能力を増強するもので、大きく分

けて以下の二つの方法が挙げられる。 
一つは、河道掘削等により河川の断面積を広げて流下能力を向上させる対策であり、

もう一つは、洪水をダム、遊水地等の洪水調節施設で貯留することで、下流に流れるピ

ーク流量を抑えることにより安全に洪水を流す対策である。 
 
・量的対策のうち、流下能力を向上させる対策は、対策を実施した区間については洪水を

より安全に流すことができる一方で、その下流域では洪水時の流量が増加するためにリ

スク増大を引き起こすこととなる。 
 
・一方、ダム、遊水地等の洪水調節施設により洪水を貯留する対策は、程度の差こそあれ、

下流から上流までの区間にわたって幅広く治水安全度を向上させることが可能となる。 
 
・具体的に淀川水系についてみると、流下能力を向上させる対策についてはこれまでまず

下流側から集中的に対策を実施するとともに、その間流下能力をほとんど向上させるこ

とができない上流側については、ダム、遊水地等の洪水調節施設を順次整備することで

治水安全度の向上を図ってきた。 
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２. 狭窄部上下流のバランスを確保した上野地区の浸水対策 

2.1  上野地区の既往被災状況 

上野地区は、木津川、服部川、柘植川が合流し、下流の岩倉峡でせき上げられ、過去か

ら大きな浸水被害を受けている。戦後だけでも９回の大きな浸水被害に見舞われており、

そのうち最大の洪水被害は昭和 28 年台風 13 号洪水によるものである。 

 

 
昭和 28 年台風 13 号洪水の浸水状況は、浸水面積約 540ha、浸水戸数約 200 戸におよん

でいる。鍵屋の辻付近の浸水記録標によれば、昭和 28 年台風 13 号洪水時の最大浸水深は

2.5ｍ程度であった。 

表 2.1.1 戦後の代表的な洪水被害の状況 
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・一方、上野地区の浸水被害をさらに軽減するためには、上野地区においても遊水地や河

道掘削等の河川改修を川上ダムと併せて実施する必要がある。上野遊水地の整備は、氾

濫範囲を河道および遊水地内に限定することにより、浸水被害を軽減する役目を持つが、

狭窄部上流で氾濫していた洪水を下流へと流下させることとなるため、結果として、狭

窄部上流において河川改修が実施されておらず大きな氾濫が生じていた状況（以下、自

然状況と呼ぶ）に比較すると下流への流量増をもたらす可能性がある。 

 

・このため、上野地区の浸水対策は、川上ダムと上野遊水地等の河川改修を併せて実施す

ることによって上野地区の浸水被害の軽減を図るとともに、下流への流量増を抑制する

こととする。これらの施設を併せて実施することによって、河川整備後の狭窄部下流へ

の流出量を整備目標とする戦後最大洪水において自然状況における流量まで抑えること

ができるとともに、河川整備基本方針で対象としている規模の洪水においてもほぼ自然

状態における流量まで抑えることができる。また、これらを超える規模の洪水に対して

も、狭窄部下流の氾濫被害を現況程度とすることができる。 

 

加えて 

・川上ダムを整備することにより、戦後最大洪水を木津川狭窄部下流の木津川において安

全に流下させることができる。 

 

・川上ダムを整備することにより、現状で河川整備基本方針で対象としている規模の洪水

が計画水位以下で流下する淀川本川に対しては、中上流部の河道改修に伴って増加する

流量を抑える機能を発揮する。これにより天ヶ瀬ダム再開発、大戸川ダムと相まって、

上記の規模の洪水を計画高水位以下で安全に流下させることが可能となる。 
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2.3  川上ダムの洪水調節計画 

(1) 河川整備基本方針における洪水調節計画※        
（※第６７回委員会審議資料 2-3-2 参照）

 

 河川整備基本方針では岩倉峡下流島ヶ原地点の基本高水流量 4,800 m3/s を上野遊水地及

び川上ダムによって洪水調節を行い、計画高水流量 3,700m3/s とし、両施設と併せて、上野

地区の河道掘削および岩倉峡の開削を行うことにより、上野地区の浸水被害を解消するこ

ととしている。この際、川上ダムでは最大放流量を 70m3/s とする洪水調節を行い、そのた

めに必要な治水容量は 1,200万 m3である。 

 

(2) 整備計画原案における洪水調節計画 

整備計画原案における河川整備 

①「戦後最大洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水が再来した場合に洪水を安全に流下させ

るために上野遊水地を実施し完成させるとともに、木津川・服部川及び柘植川の河道掘

削を実施する。」 

②「昭和 28 年台風 13 号が洪水が再来した場合の岩倉峡への流入量を自然状態以下に抑え

るため現在整備中の川上ダムを完成させる。」 

なお、「岩倉峡の部分的な開削については、今後の水系全体の河川整備の進捗を考慮し

て、関係機関と連携し、その実施時期を検討する。」こととしている。 

したがって、以上の河道整備を実施し岩倉峡の開削を行わない場合において以下の条件

を満足するように川上ダムの洪水調節計画（治水容量および最大放流量）を定めた。 

 

・ 狭窄部の上下流バランスの基準に照らし、昭和 28年台風 13 号洪水が再来した場合に岩

倉峡下流への流出量を自然状態以下とする。 

・ 計画規模の洪水※を対象とし、上野地区の浸水被害をできるだけ軽減する。 

（※第６７回委員会審議資料2-3-2 参照 以下同様） 

上野地区において戦後最大洪水を安全に流下させるための河川整備を行った場合でも、

川上ダム（最大放流量７０m3/s）で洪水調節を行うことにより、岩倉地点の流量を自然状態

における流量とすることが可能である。 
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自然状態における流量

2700m3/s 

2700m3/s 以下となる範囲 

図 2.3.1 最大放流量と岩倉地点流量の関係（昭和２８年台風１３号） 



 

 7 

河川整備基本方針における計画規模洪水は６洪水であるが、これらのうち岩倉地点にお

ける最大の流量を示す洪水は昭和３６年豪雨型洪水(1.42 倍)であり、一方、川上ダムにお

いて治水容量を最も必要とする洪水（ダム治水容量を決定する洪水）は昭和４７年台風２

０号型洪水(1.48 倍)である。 

昭和４７年台風２０号型洪水(1.48 倍)における川上ダム最大放流量と必要治水容量の関

係を図 2.3.2 に、昭和３６年豪雨型洪水(1.42 倍)における川上ダムの最大放流量と岩倉地

点流量の関係を図 2.3.3 にそれぞれ示す。 

 

岩倉地点の流量が 3,100m3/s を超えると上野地区において浸水被害が生じるが、川上ダム

において洪水調節を行うことによって、これを軽減することができる。したがって、最大

放流をできるだけ小さくすることが、上野地区の浸水被害をより軽減することとなるが、

最大放流量を 70m3/s 程度より小さくすると必要な治水容量は非常に大きくなる。一方、最

大放流量を 70m3/s より小さくすることによる同地点における流量低減効果はわずかである。 

 

以上から、整備計画においても川上ダムは、治水容量 1,200 万 m3、最大放流量 70m3/s と

した。 
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図 2.3.3 最大放流量と岩倉地点流量の関係（昭和３６年豪雨型洪水 1.42倍） 

図 2.3.2 最大放流量と必要治水容量の関係（昭和４７年台風２０号型洪水 1.48 倍）

治水容量 1200 万 m3 

最大放流量

70m3/s 

最大放流量 
70m3/s 

約 3100m3/s 
（これ以上の流量となると上野

地区の浸水被害が発生する） 

※戦後最大対応の河川整備後の流量 
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①上野遊水地掘削案 

 現在の上野遊水地(約 250ha)内の田面を１ｍで掘削し、新規貯水容量約 250 万 m3 を確保すること

を計画したものである。 
 
（規模・運用） 
面積（水田掘削）         250ha 
新規容量（水田掘削） 約 250 万 m3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・水田掘削に伴い田園風景が変化するものの自然環境への影響は小さい

・残土処分地の環境調査・環境対策が必要

・残土処分に伴い振動・騒音・粉塵、交通渋滞への対策が必要

施設管理者及び地権者の協力 ・河川事業として実現可能

・地権者約 640人の同意が必要

・施設計画の変更（越流堤形状、耕作地盤の１ｍ低下）

・稲作休止補償（地役権設定済み）

用地取得の見通し

を含む工期

・稲作休止期間が９年となる遊水地もあり、就労意欲の低下対策が必要

・河川管理者が維持管理

５7０億円

０．１億円

治水対策案 上野遊水地掘削案

環境への影響

産業活動への影響

調査等・工事期間

地権者との交渉期間

維持管理

建設費（概算額）

年間維持管理費（概算額）

約１０年（各遊水地を同時施工）

不明（関係者数：約640人）

 

掘削１ｍ 
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2.6.2 代替案の評価まとめ 

 戦後最大洪水に対して、河川整備後の狭窄部下流への流出量を整備に着手する以前の自然状態のと

きの流出量まで軽減するためには、上野地区で約５２０万 m3の貯留施設が必要となる。 
これまで検討した６つの代替案のうち、以下に示す３案が必要とする貯水容量５２０万 m3 以上を

確保することが可能である。これら３案について、５２０万 m3相当分のコスト比較も行った。 
 

 表 2.6.1 代替案比較表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 上野遊水地掘削案、新設遊水地案、新設遊水地掘削案のうち、５２０万ｍ３を最も確保しやす

い組み合わせとして、新設遊水地＋新設遊水地掘削案を対象とした。 
※２ 河川事業の残事業費から長寿命化の事業費を控除したものを計上している。（不特定容量の残事

業費も含んでいる。） 
    
 

以上のとおり、「水田活用案」については、洪水時の効果的な操作はほぼ不可能と考えられる。また、

「ため池活用案」については、今後、２０～３０年間に実施可能な数は限られており、その効果はか

なり限定的と考えられる。「その他の流域対策案」も他の代替案に比較すると、その効果は極めて小さ

い。したがって、容量を確保できる手段としては、新規に遊水地を設け、さらに掘削する案がもっと

も現実的と考えられるが、これ以上の遊水地拡大は、地元の住民の方々にとって到底受け入れてもら

えるものではないと考えている。 

容量 面積
・上野遊水地計画は、約540haの浸水範囲の半分に相当す
る250haを遊水地としたものであり、上野地区の住民に苦
渋の選択をしていただいたものである。
・現在の遊水地範囲も長い交渉の中で、確定したものであ
る。
・これ以上の遊水地拡大は、地元の住民の方々にとって到
底受け入れてもらえるものではないと考える。
・上野遊水地は、用地の取得、地役権の設定に約４０年を
要している。

・洪水時の効果的な操作は、ほぼ不可能である。
・流域内で一定の治水効果を発揮するためには、広範囲の
水田を対象とする必要がある。
・関係する地権者数が多いこと、土地利用の規制、並びに
維持補修など課題が多い。

・流域内で一定の治水効果を発揮するためには、数多くの
改修が必要である。
・関係する受益者数が多いことや関係機関との事業調整、
工事期間の長期化など困難な課題が多い。

521億円

990億円

920億円

1,100億円ため池活用案

・流域内で最大限実施しても、必要とする洪水調節効果に
比較して得られる効果が極めて小さい。

22万m3 45箇所 60億円

520万m3

1.04km2

238ha

※１
新設遊水地

＋
新設遊水地掘削案

水田活用案 520万m3

その他の流域対策案

代替案 費用 課題
諸元

1,500ha

480個

※２
川上ダム

520万m3

1440万m3
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 一方、川上ダムは、事業用地が既に取得されていることや付替道路等の準備工事が進捗しているこ

とから早期に効果を発揮することが可能である。 
 経済性について比較しても、川上ダムが最も優位となる結果を得ている。 
 
2.6.3 代替案（複合案）について 

前述のとおり「水田活用案」、「ため池活用案」、「その他の流域対策案」は、今後２０～３０年間に

達成できるものとしては非常に小さく、これらを組み合わせても所要の容量の確保は不可能である。

また、「新設遊水地案」と組み合わせても新設遊水地の容量を大きく減らすことはできず、関係する

地権者数が減る等のメリットも少ない。したがって、複合案については、単独案と比較して効果的な

代替策とはならない。 
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３．川上ダムの下流への効果 

 

 川上ダムについては、上述のとおり、上野地区の浸水被害の軽減、狭窄部の上下流におけるバラン

スの確保の観点から整備計画期間内において整備することとしている。 

 川上ダムについては、このような効果に加え、下流に対して以下の効果も有している。 

 

3.1 川上ダムの淀川本川への効果 

・淀川本川においては、現況において計画規模の洪水を計画高水位以下で安全に流下させることが可

能であることから、整備計画期間を含む現段階から将来にわたるいかなる段階においても淀川下流

では計画規模の洪水*を計画高水位以下で安全に流下させることを確保することとしており、これ

を、整備計画原案においては、淀川本川と中上流間における上下流バランスとして設定している。 

(＊：第 67回委員会 審議資料 1-3-2 P11 表-12 計画高水流量の検討) 

 ・整備計画段階においては水系全体で戦後最大洪水に対応することを目指しており、このため桂川大

下津地区や桂下流地区、木津川上野地区等の中上流部で戦後最大洪水対応の河川改修を実施するこ

ととしているが、これらの改修のみを実施した場合、淀川下流では現況と比べて流量増となること

から計画規模の洪水を計画高水位以下で安全に流下させることができない。 

  ・これに対応するため、阪神電鉄西大阪線橋梁の架け替えにより淀川本川の流下能力の向上を図ると

ともに、川上ダム、上野遊水地、天ヶ瀬ダム再開発、大戸川ダムの整備を実施することとしている。 

  ・川上ダムを整備しなかった場合、下表のとおり、昭和 47 年台風 20 号型 1.53 倍が発生した時、下流

枚方地点流量が阪神電鉄西大阪線橋梁架け替え後の淀川本川の流下能力 10700m3/s を超過する。 

 ・従って、上述の整備計画原案における淀川本川における上下流バランスを確保するためには川上ダ

ムの整備が必要であり、この時、川上ダムの整備による淀川本川の流量低減効果は 500m3/s となっ

ている。 

 

表 3.1.1 昭和 47 年台風 20号型 1.53倍における枚方流量 

    枚 方 地 点 流 量   

 

 

倍率 

 

 

川上ダムを整備

しなかった場合

川上ダムを整備した場

合 

川上ダムによる

枚方地点の流量

低減 

 

昭和47年台風20号 1.53     11200m3/s  

（11108m3/s）

      10700m3/s 

（10674m3/s） 

   500m3/s 

（434m3/s） 

条件：整備計画河道、天ヶ瀬ダム再開発 1140m3/s-400m3/s、大戸川ダム、川上ダム（なし、あり） 



 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1 昭和 47 年台風 20号 1.53 倍が発生した時の枚方地点流量ハイドログラフ 

 

3.2  川上ダムの木津川下流部への効果 

・整備計画段階においては水系全体で戦後最大洪水に対応することを目指している。 

・木津川下流部は、現状においては、最小流下能力が 4900m3/s（4923m3/s：八幡地区）となっており、

戦後最大洪水を計画高水位以下で安全に流下させることができない。 

・木津川上流部で戦後最大洪水対応の河川改修を実施すると、加茂地点の流量が 5100m3/s（5091m3/s）

となり、木津川下流の最小流下能力 4900m3/s（4923m3/s：八幡地区）を超過するが、川上ダムを整

備することにより、加茂地点流量を 4900m3/s（4903m3/s）に低減させることが可能となる。 

・結果、木津川下流部において戦後最大洪水を計画高水位以下で安全に流下させることができるよう

になる。 

 

表 3.2.1 昭和 28 年台風 13号型 1.00倍における枚方流量 

     加茂地点流量   

 

 

倍率 

 

 

川上ダムを整備

しなかった場合

川上ダムを整備

した場合 

木津川下流の流

下能力 

川上ダムによる

加茂地点の流量

低減 

 

昭和28年台風13号 1.00   5100m3/s  

（5091m3/s）

   4900m3/s 

（4903m3/s）

4900m3/s 

（4923m3/s） 

   200m3/s  

（188m3/s） 

条件：整備計画河道、天ヶ瀬ダム再開発 1140m3/s-400m3/s、大戸川ダム、川上ダム（なし、あり） 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

流
量

(m
3
/s

)

整備計画河道＋天ヶ瀬再開発(1140m3/s放流、2次調節
400m3/s)＋大戸川ダム
整備計画河道＋天ヶ瀬再開発(1140m3/s放流、2次調節
400m3/s)＋川上ダム＋大戸川ダム

11200m
3
/s阪神西大阪線架替後の

淀川本川の流下能力10700m3/s

川上ダムの整備により

枚方地点流量を500m3/s低減
10700m

3
/s
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図 3.2.1 昭和 28 年台風 13号 1.00 倍が発生した時の加茂地点流量ハイドログラフ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2 昭和 28 年台風 13号 1.00 倍が発生した時の八幡地点水位（現況～整備後） 
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次調節400m3/s)＋大戸川ダム
整備計画河道＋天ヶ瀬再開発(1140m3/s放流、2
次調節400m3/s)＋川上ダム＋大戸川ダム

八幡地点流下能力4900m3/s
5100m3/s
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写真 4.1.1 ゆめが丘浄水場の工事状況（Ｈ１９年８月撮影） 

 
4.1.2 伊賀市水道整備基本計画（策定中） 

 伊賀市水道整備基本計画は、伊賀市が三重県伊賀水道用水供給事業から受水し、伊賀市内へ供給す

る水道施設整備事業の計画を定めるものである。 
 
 現在策定中の伊賀市水道事業基本計画について、河川管理者が確認したところ妥当なものと判断し

ている。 
 
 
(1)行政区域内人口及び上水道給水人口 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

以下、伊賀市水道事業基本計画 策定委員会資料より引用 

図 4.1.2 伊賀市行政区域内人口

総合計画 H27
101,600人

総合計画 H22
101,700人

総合計画 Ｈ17
100,800人

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
（年度）

（人）

実績値

将来値

総合計画

将来値 H27

95,928人

将来値 H30

94,750人
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表 4.1.1 水源の見直し（伊賀市水道部提供資料より作成） 

計画(H30)

上段：取水量

下段：給水量

7,257
守田水源(木津川) 表流水 H21から廃止

小田水源地 802 802
(表流水) 表流水 777

8,400 5,100
小田水源地 浅井戸 5,017

3,500 2,100
北川原水源地 浅井戸 2,090

5,500 3,400
小田第２水源地 浅井戸 3,285

2,600 1,600
三田水源地 浅井戸 1,553

722
西部第１水源 浅井戸 H21から廃止

1,306
井地川水源 浅井戸 H27から廃止

700
猪田第１水源 浅井戸 H26から廃止

765
丸山第１水源 浅井戸 H26から廃止

60
古郡水源 浅井戸 H20から廃止

70
出屋敷水源 浅井戸 H20から廃止

23
我山水源 表流水 H20から廃止

3,500
朝古川水系木落川 表流水 H26から予備

990 H18から予備
岡鼻水源 表流水 H26から廃止

220
塚脇第１水源 浅井戸 H18から予備

900
槙山第１水源 表流水 H26から予備

1,296
槙山第２-２水源 表流水 H26から予備

333
第１(桂谷)水源地 表流水 H30から予備

430
第３(大谷)水源地 表流水 H27から廃止

440
中矢水源地 深井戸 H21から廃止

1,950 800
山田水源 浅井戸 755

380 380
稲妻川水源 表流水

100
剣谷水源(東出川) 表流水 H28から廃止

998 600
浅井戸 浅井戸 631

3,517 1,400
桐ヶ丘水源 浅井戸 1,405

170
滝水源 浅井戸 H26から廃止

備 考

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

上津浄水場

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

能力
低下

阿保浄水場

古郡浄水場

西部浄水場

井地川浄水場

猪田浄水場

丸山浄水場

我山浄水場

○

浄水場名 水 源 名

守田浄水場

阿波浄水場

第１浄水場

中矢浄水場

○ ○

山田浄水場

○

○

出屋敷浄水場

小田浄水場

○

剣谷浄水場

玉滝浄水場

滝川浄水場

朝古川浄水場

桐ヶ丘浄水場

水源
種別

現有能力

(ｍ
3
/日) その

他

見直しの理由

流況
悪化

水質
悪化

非効
率

川上ダムが完成するまでの暫定水利権である。

水源能力が低下し、公称能力の取水ができなくなって
いるため、近年5箇年実績の最低値を安定供給可能量

水源能力が低下し、公称能力の取水ができなくなって
いるため、近年5箇年実績の最低値を安定供給可能量

遊水池内に位置するため廃止する。

少雨による流況悪化に伴い取水ができなくなる時期が
あるため廃止する。

少雨による流況悪化に伴い取水ができなくなる時期が
あるため廃止する。

Ｈ20年４月に上水道へ統合予定であり、少量水原のた
め維持管理のコスト高により廃止する。

浅井戸２井のうち１井がＨ15頃から付近の開発により
取水量激減、残り１井も施設老朽化によりＨ27から廃
簡易水道時代の３水原からの取水で点在しており、維
持管理のコスト高になるためＨ26から予備とする。
簡易水道時代の水原を引き継いでおり、取水能力の低
下及び施設の老朽化によりＨ26から予備とする。
Ｈ20年４月に上水道へ統合予定であり、少量水原のた
め維持管理のコスト高により廃止する。

少量取水の水原であり、維持管理コスト高によりＨ26
から廃止する。

水源能力が低下し、公称能力の取水ができなくなって
いるため、近年5箇年実績の最低値を安定供給可能量

水源能力が低下し、公称能力の取水ができなくなって
いるため、近年5箇年実績の最低値を安定供給可能量

施設の老朽化及び少量水源のためＨ28年に上水道へ統
合し廃止する。

渓流から取水している水原であり、農業用水との併用
であるため維持管理コスト高により廃止する。

水源能力を見直す個別理由

水源能力が低下し、公称能力の取水ができなくなって
いるため、近年5箇年実績の最低値を安定供給可能量

フッ素が基準値を超過することがあるため廃止する。
（現在は他の浄水とのブレンドにより対応している。

渓流から取水している水原であり、農業用水との併用
であるため維持管理コスト高により廃止する。

Ｈ20年４月に上水道へ統合予定であり、少量水原のた
め維持管理のコスト高により廃止する。

河川流況が不安定で、農業用水からの融通により辛う
じて取水している状況にあるため、廃止する。

河川流況が不安定で、農業用水からの融通により辛う
じて取水している状況にあるため、廃止する。

過去５ヶ年においても予備的な水原として維持してい
るため、予備水原としての位置付けとする。

 
既存水源状況及び水源の見直しについては、聞き取りにより水源状況の確認を行った結果、妥当と

判断している。 
第 63 回委員会(H19.9.26) 審議資料 2-3 スライド 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成６年８月７日 中日新聞

平成６年８月２０日 中日新聞

平成６年８月１８日 中日新聞

過去の渇水状況
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木津川水利権一覧

河川名 使用者 名称 目的 許可期限 府県名 備考

前深瀬川 花代水利組合 花代井堰 農業用水 - 三重県 届出

前深瀬川 間処水利組合 間処井堰 農業用水 - 三重県 届出

前深瀬川 両口水利組合 両口井堰 農業用水 - 三重県 届出

木津川 塚原井堰 塚原井堰 農業用水 0.0300 三重県 届出

木津川 比土古郡水利組合 大井出井堰 農業用水 単位:立方尺 0.0900 H22.3.31 三重県 許可

木津川 高瀬区 高瀬井堰 農業用水 0.0820 H21.3.31 三重県 許可

木津川 市場水利組合 市場揚水機 農業用水 三重県 届出

木津川 神戸井堰水利組合 神戸井堰 農業用水 単位:立方尺 0.7150 H23.3.31 三重県 許可

木津川 岩鼻井堰水利組合 岩鼻井堰 農業用水 単位:立方尺 0.9000 H22.3.31 三重県 許可

木津川 上林里地区 上林里池揚水機 農業用水 0.0200 三重県 届出

木津川 新田井堰水利組合 新田井堰 農業用水 0.0300 三重県 届出

木津川 郡三郷井堰水利組合 郡三郷井堰 農業用水 0.5800 三重県 届出

木津川 松の本井堰水利組合 松の本井堰 農業用水 0.2920 H22.3.31 三重県 許可

木津川 依那具井堰水利組合 依那具井堰 農業用水 0.2960 H28.3.31 三重県 許可

木津川 上野西部土地改良区 猪田統合頭首工 農業用水 0.9710 H28.3.31 三重県 許可

木津川 守田水利組合 森井堰 農業用水 0.2320 H22.3.31 三重県 許可

木津川 長田井堰水利組合 長田揚水機 農業用水 0.2360 H22.3.31 三重県 許可

木津川 木興農事実行組合 木興揚水機 農業用水 0.2264 H20.3.31 三重県 許可

かんがい期 0.0340

非かんがい期 0.0840
木津川 伊賀市 伊賀市水道 水道用水 H26.3.31 三重県 許可

水利権(最大)

（単位：m
3
/s）

表4.2.1 木津川上流の水利権一覧
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(3)まとめ 

以上より、実績水量だけで見ると平年はかんがい期の最大取水量の実績が許可量より少ないため、

許可量と実績取水量との差分を都市用水への転用も考えられるが、前述のように水利権量は渇水年に

対する必要量として設定されており、恒常的な都市用水の取水は困難である。 
 

写真 4.2.3 水田給水工 写真 4.2.2 畑かん給水栓 

写真 4.2.4 青蓮寺用水管理システム監視制御盤
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５．既設ダムの長寿命化 

5.1 既設ダムの長寿命化施策の必要性 

 近年、社会資本整備は急速に老朽化が進み、その維持費が年々増加する状況にある中で、ライフサ

イクルコストの縮減を念頭においた計画的な維持管理・更新が急務となっている。 
そのような社会情勢の中、平成１９年７月１２日の社会資本審議会総会の「次期「社会資本重点計

画」の策定について」において「社会資本ストックの老朽化等への対応」が課題として掲げられてい

る。さらに、同年７月２５日の社会資本整備審議会（河川分科会）答申において、「既存ストックの長

寿命化」が指摘されている中で、7 月 27 日に社会資本整備審議会河川分科会で了承された淀川水系河

川整備基本方針においても、既存施設の長寿命化を図っていくことが示されたところである。 
 既存ダムの長寿命化施策は、国土交通省河川局の H20 概算要求の新たな維持管理システムの構築に

おける新規施策として位置づけたものであり、全国に先駆けて川上ダムではじめて導入するものであ

る。 
 

第 65 回委員会(H19.10.23) 審議資料 2-4-2 スライド 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)既設ダムの堆砂を除去しなければならない理由 

・ダム本体は、適切な維持管理・更新を行えば半永久的にその機能を果たし得る構造物であるが、

管理ダムが増加し、５０年以上経過するダムも多くなる中、ライフサイクルコストの縮減の視点

での取り組みが必要となってきている。 
・ダム計画では一般に１００年分の堆砂容量をあらかじめ設けられているが、長期的に見れば満砂

状態になることは避けられない。また、有効貯水容量内にも堆砂が進行しているため、何も手だ

てを行わなければ、将来的にはダム機能が低下することは否めない。 
・ダムへの堆砂は、堆積土砂によるダム容量の減少によりダムそのものの機能が低下するだけでは

・ダム本体は半永久的構造物である一方、貯水池の堆砂によりダムの機能が低下
（※ ダムにはあらかじめ100年間の堆砂容量を確保しているが、それを超え効用を発

揮することが求められる）

→ 既設ダムの実績から、各ダムの今後の堆砂の進行が現地の状況に則して推定可能

になり、適切な時期を捉えた堆砂対策により、ライフサイクルコストを低減

施策の内容

○○複数のダムがある水系においては、代替容量複数のダムがある水系においては、代替容量((長寿命長寿命
化容化容量))を確保することにより、効率的な堆砂を確保することにより、効率的な堆砂除去除去を実を実
施し、施し、水系単位におけるダムのライフサイクルコストを
低減。。

○○貯水池の底質には有機物も含まれ、溶出による水質貯水池の底質には有機物も含まれ、溶出による水質
悪化が懸念されるが、悪化が懸念されるが、堆砂堆砂除去除去により水質向により水質向上も期待。も期待。

○各ダムの特性を踏 まえて適

切な対策 を選定・実施してきた。

・ 貯砂ダム

・ 浚渫

・ 土砂ﾊﾞｲﾊﾟｽﾄﾝﾈﾙ

・ 排砂ゲート

代替容量の確保による効率的な堆砂対策
（水系に複数のダムがあり代替補給が可能な場合）

貯 水 池 内 の 堆 砂 対 策

これま での堆砂対策

課題と背景

ダムのアセットマネジメントダムのアセットマネジメント （ダムの長寿命化）（ダムの長寿命化）
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④排砂ゲート 

・洪水時に水の力を利用してダム湖に溜まった土砂を下流へ押し流す。 
・事例としては、出し平ダムと宇奈月ダムがある。 
・排砂ゲートによる排砂は、放流水の掃流力により土砂を排出するものであるため、排砂時には水

位を低下させる必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図 5.1.6 排砂ゲート 

 
 
 
 
 
 
 
 
    写真 5.1.6 宇奈月ダム排砂状況    写真 5.1.7 排砂ゲートからの土砂フラッシュ状況 

 
 
5.1.2 木津川水系ダム群におけるアセットマネジメント 

木津川水系では高山ダム、青蓮寺ダムなど管理開始後４０年近く経過し、今後堆砂の課題が顕在化

していくと見込まれている。堆砂対策には、土砂バイパス、貯砂ダム等、様々ものがあるが、木津川

水系のように複数のダムがあり、下流河川の維持流量の確保などの代替性が効く場合には、あらかじ

め長寿命化容量を確保し陸上掘削により堆砂対策を行うことが、上述の堆砂対策に比べ経済的にも有

利となる。 
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  ・代替可能容量内の堆砂除去を対象（高山ダムは 830 万 m3相当の堆砂を対象としている。） 
・既堆砂の掘削年数は 10 年と設定した。（830 万 m3相当の既堆砂の除去期間として、10 年間は

作業量として可能な範囲と考えている。） 
  ・流入堆砂は毎年除去するものとして設定した。 
  ・陸上掘削と浚渫等では施工状況が異なることから、実際の堆砂除去計画には違いがでるが、今

回の検討は、単純に対策による経済比較の違いを確認することを目的としているため、具体的

なローテーションは設定せずに同じ条件をもと比較を行った。 
 □ 現在価値化 
  ・現在価値化する場合の社会的割引率は 0.04 と設定した。 
   （国土交通省所管公共事業の費用便益分析で適用される社会的割引率４％を採用） 
 
◆計算結果 

・以下の 3 ケースについて、それぞれ同等の効果を発現するために必要な費用を計上し、経済比

較を行った。 
1) 長寿命化施策 
  a イニシャルコスト：川上ダム建設費 
  b ライフサイクルコスト：対象ダムの陸上掘削費、川上ダム管理費（代替容量浚渫費含む） 
2) 全量浚渫 
  a イニシャルコスト：なし 
  b ライフサイクルコスト：対象ダムの浚渫費 
3) 貯砂ダムと浚渫の併用 
  a イニシャルコスト：貯砂ダム建設費（全ダム） 
  b ライフサイクルコスト：対象ダムの陸上掘削費及び浚渫費 

・評価期間を３０年、５０年、１００年でそれぞれ比較すると、最短期間の３０年においても長

寿命化施策は最も経済的と評価できる。５０年、１００年と更に年数が経過するに従いその経

済性は他の対策案と比較してより拡大する。  
 

表 5.1.1 長寿命化施策、全量浚渫、貯砂ダム＋浚渫の比較 

 
 

 
 
 
 
◆単位堆砂量当たりの費用比較 
評価対象期間を 50 年と設定した場合、除去対象の堆砂量は 239 万 m3となる。 
従って、単位堆砂量当たりの費用は以下のとおりとなる。 

・ 長寿命化施策  402 億円 ÷ 239 万 m3 ≒ 16,800 円/m3  
・ 全量浚渫    837 億円 ÷ 239 万 m3 ≒ 35,000 円/m3  
・ 貯砂ダム＋浚渫 707 億円 ÷ 239 万 m3 ≒ 30,000 円/m3  

単位：億円

原価
現在価値化

①
原価

現在価値化
②

原価
現在価値化

③

３０年間 334 247 627 343 559 322 96.5 75.4

５０年間 402 258 837 378 707 347 120.0 88.7

１００年間 573 266 1,362 403 1,079 364 136.9 98.3

評価対象期間
差額

②－①

全量浚渫
差額

③－①

長寿命化施策 貯砂ダム＋浚渫
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④ 最低水位以下の容量（堆砂容量）の活用 

◆概 要 
各ダムは、渇水などによりダム水位が最低水位よりも低下した場合に、最低水位以下の水を放流す

るための設備を有している。 
この放流設備の設置標高は最低水位よりも下にあり、最低水位から放流設備の設置標高の間の容量

を長寿命化容量に振り替えて活用する考え方である。なお、各ダムの最低水位以下の振り替え可能容

量は以下のとおりである。 
 

表 5.5.1 各ダムの最低水位以下容量と振り替え可能容量 

 最低水位以下容量 

(計画堆砂容量)<万 m3> 

振り替え可能容量 

<万 m3> 

高山ダム 760 260 

青蓮寺ダム 340 41 

布目ダム 190 38 

比奈知ダム 240 200 

川上ダム 180 未定 

 
◆考 察 
(i) 振り替え可能容量に堆砂している量は、今後も増加していくため、堆砂容量内の水を永続的に

他ダムの長寿命化のための補給水として利用する場合には、浚渫により堆砂を除去して容量を

維持する必要がある。 
(ii) 振り替え可能容量の合計は、830 万 m3以下である。 
◆結 論 
 安定的な長寿命化容量の確保にならない。 
 
⑤ 洪水期の陸上掘削 

◆概 要 
洪水期に貯水位が洪水期制限水位以下に低下している時期に、重機を河床まで降ろして陸上掘削を

行う考え方である。（長寿命化容量は不要となる。） 
◆考 察 
(i) ダムの上流域においては、突発的で局所的な集中豪雨が発生することがあるため、洪水期の掘

削は非常に危険が伴う。また、貯水池上流端付近の地形は急峻なところが多く、洪水期の急な

出水時に迅速に待避できる避難路の設置が困難である。（写真 5.5.1 青蓮寺ダム貯水池流入端

堆砂状況 参照） 
(ii) 出水により工事作業が被災した場合、作業員の人命被害、重機からの油濁による水資源汚濁、

工事用重機や仮設物の滅損による損失がある。 
(iii) 不特定容量分の掘削は制限水位以下に存在するため、水位を下げない限り陸上掘削はできない。 
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◆結 論 
洪水の発生頻度と発生被害規模から、緊急的工事を除き、一般的には洪水期の河川内工事は実施し

ないこととしている。仮に実施したとしても、その行為は安全上厳しく制限を受け非効率・不経済と

なる。よって、洪水期の陸上掘削は現実的でないと考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 5.5.1 青蓮寺ダム貯水池流入端堆砂状況
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６．川上ダムの計画 

6.1 当初の計画 

 川上ダムは、昭和 46 年に改定された淀川水系工事実施基本計画において、淀川流域の洪水被害を

軽減するため上流ダム群の一つとして位置づけられた。また、昭和 57 年に全部変更された淀川水系

における水資源開発基本計画において、近畿圏の水需要の増大に対処するための水資源開発施設のひ

とつとしても位置付けられた。その目的は次のとおりである。 
(1) 洪水調節 

 前深瀬川、木津川、淀川の洪水調節を行う。 
(2) 流水の正常な機能の維持 

 前深瀬川及び木津川の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図る。 
(3) 新規利水 

 三重県の水道用水として最大 0.6 m3/s(最大日量 51,800 m3)、奈良県の諸都市の水道用水として

最大 0.211 m3/s(最大日量 25,900 m3)及び西宮市の水道用水として最大 0.211 m3/s(最大日量

18,200 m3)の取水を可能とする。 
(4) 発電 

 川上ダムの建設に併せて三重県が別途新設する川上発電所において、最大出力 1,200kw の発電

をおこなう。 
事業の経過 

  昭和４３年 ４月  予備調査を開始（建設省） 
昭和５６年 ４月  実施計画調査開始（建設省） 

  昭和６１年 ８月  淀川水系水資源基本計画（全部変更）に川上ダムが追加 
  平成 ４年 ５月  三重県要綱による環境影響評価の実施 
  平成 ５年 １月  「水源地域対策特別措置法」に基づくダムに指定 
  平成 ５年 １月  事業実施計画認可 
  平成 ８年１２月  一般補償基準の妥結（ダムサイトより上流） 
  平成 ９年 ３月  「水源地域対策特別措置法」に基づく水源地域整備計画決定 
  平成 ９年１２月  一般補償基準の妥結（ダムサイトより下流） 
  平成１０年 ３月  付替県道工事に着手 
  平成１１年１０月  事業実施計画（変更）認可（発電参加、利水配分確定） 
 

進捗状況 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

付替道路

家屋補償

事業用地

本体関連工事

取得済 138ha

移転済 40戸

工事中 6722m

（0％）

図 6.1.1  川上ダム事業進捗状況グラフ
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6.2 淀川水系 5ダムの方針 

 
 
 
 
6.3 川上ダムの新計画  

川上ダムは、岩倉峡上流における浸水被害軽減並びに下流の安全度の向上のための洪水調節、前深

瀬川及び木津川の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持、木津川上流ダム群の長寿命化（機能確

保・維持）、三重県（上水）の新規利水の確保を目的とする多目的ダムとして計画された。 
(1) 洪水調節 

前深瀬川、木津川、淀川の洪水調節を行う。 
(2) 流水の正常な機能の維持 
 ① 不特定用水の確保 

下流の前深瀬川及び木津川の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図る。 
 ② 木津川上流ダム群の長寿命化のための補給 

木津川上流ダム群（高山ダム、青蓮寺ダム、布

目ダム、比奈知ダム、川上ダム）の効率的な堆

砂対策（長寿命化対策）として、ダムの貯水位

を低下させ、堆砂掘削を実施する際に、木津川

上流ダム群が確保している流水の正常な機能

の維持等のための補給に支障を与えないよう

に代替補給を行う。 
(3) 水道 

三重県の水道用水として、最大 0.358 ㎥/s （最

大日量 28,750 ㎥）の取水を可能とする。 
 
 
 

淀川水系5ダムについての方針(平成17年7月1日) 

○川上ダム 

・調査検討の結果、利水者である三重県（上水）、奈良県（上水）及び西宮市（上水）のうち、

三重県（上水）は減量して参画し、奈良県（上水）は全量撤退の見込みである。西宮市（上水）

は全量撤退の可能性を含めて検討中である。 

・一方、川上ダムによる木津川・淀川の洪水調節の必要性に変わりはなく、当面緊急性を有する

狭窄部（岩倉峡）上流における洪水調節効果は大きい。 

・したがって、川上ダム事業は以下の目的で実施する。 

①前深瀬川・木津川・淀川の洪水調節 

②流水の正常な機能の維持 

③三重県（上水）の新規利水 

【淀川水系前深瀬川】

○場 所 右岸：三重県伊賀市阿保地先

 左岸：三重県伊賀市青山羽根地先

○目 的 ・前深瀬川・木津川・淀川の洪水調節

 ・三重県の新規利水の確保

 ・流水の正常な機能の維持

 ・木津川上流ダム群の長寿命化のための補給

○諸 元 重力式コンクリートダム、高さ約９０ｍ

 湛水面積 1.04km2、集水面積 54.7km2

 総貯水容量 31,000千m3

計画概要
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6.3.1 事業費とコストアロケーション 

(1)川上ダム事業費 
 現行計画に基づく事業費      約 850 億円（平成３年単価） 
  
 変更後の事業費（平成 19 年単価） 
  ・規模縮小後の多目的ダム建設に要する額   概ね 1,220 億円程度 
   （内、平成 20 年度以降残事業費 概ね 770 億円程度） 

・縮小又は撤退利水者のみに関するもの    概ね 10 億円程度 
 ※今後、地質や設計の精査等によりダムの堤体積等が変更となることがあり得るため事業費は

現時点の概算額である。 
 
(2)残事業費 
 残事業費は次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)費用負担に関する基本的事項 

○河川事業は、「洪水調節」と「流水の正常な機能の維持」（「長寿命化のための補給」を含む）に

関する建設費用を負担する。 
○利水者は、「水道用水」として必要な容量を確保するための建設費用を負担する。 

 
   
(4)長寿命化対策の費用負担の考え方 

○川上ダムにおける長寿命化のための容量確保の目的は、木津川上流既設ダムの洪水調節容量と不

特定容量（流水の正常な機能の維持のための流量補給）の堆砂を除去し、それぞれの容量を維持

することである。 
○このため、川上ダム建設における容量確保に係る費用は、河川事業負担と考える。 

 
 
(5)河川事業と利水の負担割合について 

○負担割合については、多目的ダム法に基づいて分離費用身替り妥当支出法により負担率を試算し、

その負担率に概算事業費を乗じて負担額を算出すると、次のようになる。 
 
 

（数字は概算、単位：億円） 川上ダム

①既支出済額 460

②残事業費 770

③撤退利水者等のみに関わるもの 10

④変更後のダム建設費用（＝①＋②－③） 1220

※既支出済額の利水者負担額の内、今後河川事業で買い取る予定の額
は①既支出済額に計上せず、②残事業費に計上している。
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７．川上ダム建設に伴う自然環境への影響 

 川上ダムでは、前回（第 42 回流域委員会（H17.7.21））説明以降、①水質は、ダム規模を拡大した

場合の貯水池の水質がどのように変化するか検討した。②動物・植物は、これまでに試行してきた保

全対策の効果を把握するとともにダム規模を拡大した場合の保全対象種の検証を行った。③生態系は、

上位種として選定したオオサンショウウオ、オオタカの生息繁殖状況等を継続して調査するとともに

ダム規模を拡大した場合の上位性、典型性への影響予測を行った。 
これらの結果を踏まえて、川上ダム建設に伴う自然環境への影響をできる限り低減することに努め

るが、各種保全対策を実施していく過程で、その効果については地元住民と協働でモニタリングを行

い、その結果に応じてさらなる保全対策を検討実施していくものとする。 
 

7.1 水 質 

 前回（第 42 回流域委員会（H17.7.21）資料）の貯水池の水質予測は、ダム規模を現行事業計画よ

りも縮小した条件で鉛直一次元モデルで計算した。今回の検討では、前回よりもダム規模が大きいこ

とから、貯水池鉛直二次元モデルにより予測精度をレベルアップして水質予測を行った。 
 鉛直二次元モデルでの検証対象ダムは、川上ダム近傍の比奈知ダムとし、水質予測の対象年は、平

成６年から１５年までの１０年間とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【比奈知ダムによる現況再現計算結果】 

 鉛直一次元モデル（前回）と鉛直二次元モデル（今回）による水温とＣＯＤの計算値と実測値の比

較をした図 7.1.1 に示す。二次元モデルの計算値は、一次元モデルよりも実測値に近づいており、現

況再現の精度が向上している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉛直二次元モデルによる川上ダム貯水池の水質予測 

（予測対象年：Ｈ６～１５年、検証ダム：比奈知ダム） 

前回の検討条件 

・堤高 約 80ｍ 

・総貯水容量 約 22,000 千 m3 

・洪水調節ピーク放流量 150m3/S 

今回の検討条件 

・堤高 約 90ｍ 

・総貯水容量 約 31,000 千 m3 

・洪水調節ピーク放流量 70m3/S 
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 表 7.2.2 に、川上ダムで実施した環境調査により、事業実施区域およびその周辺において生息・生

育を確認した動物・植物の種類を示す。 
表 7.2.2 動植物の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予測対象種の選定および影響予測】 
 前深瀬川流域には、国の特別天然記念物であるオオサンショウウオを始め、多様な動植物が生息・

生育している。上記の動植物の調査結果から、天然記念物のほか、種の保存法、レッドリストやレッ

ドデータブック、学識経験者による指摘を踏まえて、重要な動植物を表 7.2.3 のとおり選定した。 

表 7.2.3 動植物の重要な種 

分 類
天然

記念物
種の

保存法
環境省

ＲＬ
ＲＤＢ
近畿

ＲＤＢ
三重2005

伊賀市
RDB

その他
重要な種

１８種 ６種

ｱｶｳｷｸｻ、ｷｷｮｳ、ｴﾋﾞﾈ、ｷﾝﾗ
ﾝ、ｻｷﾞｿｳ等

ﾐﾔｺｱｵｲ、ｺｹﾘﾝﾄﾞｳ、
ﾔﾏｼﾞﾉﾎﾄﾄｷﾞｽ、ﾎﾄﾄｷﾞｽ、

ﾔﾏﾎﾄﾄｷﾞｽ、ｺｸﾗﾝ

１～２種 １～３種 ３種

ﾔﾏｺｳﾓﾘ、ｸﾋﾞﾜｺｳﾓﾘを推定
ﾋﾅｺｳﾓﾘ、ﾔﾏｺｳﾓﾘを

推定、ﾆﾎﾝﾘｽ
ﾆﾎﾝﾘｽ、ﾑｻｻﾋﾞ、ｱﾅｸﾞﾏ

３種 １５種 ２種

ｵｵﾀｶ、ｸﾏﾀ
ｶ、ﾊﾔﾌﾞｻ

ｵｵﾀｶ、ｸﾏﾀｶ、ﾊﾔﾌﾞｻ､ﾌﾞｯﾎﾟｳ
ｿｳ、ｻﾝｼｮｳｸｲ等

ｻｼﾊﾞ、ﾖﾀｶ

１種 ２種

ｲｼｶﾞﾒ ｲｼｶﾞﾒ、ﾄｶｹﾞ

１種 ２種 ２種 ７種

ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ、ｲﾓﾘ
ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ、ﾆﾎﾝﾋ

ｷｶﾞｴﾙ
ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ、ｲﾓﾘ、ﾆﾎﾝ
ﾋｷｶﾞｴﾙ、ﾆﾎﾝｱｶｶﾞｴﾙ等

８種 ７種 ７種

ｽﾅﾔﾂﾒ、ｱｶｻﾞ、ﾒﾀﾞｶ
ｽﾅﾔﾂﾒ、ｽﾞﾅｶﾞﾆｺﾞｲ、
ｱｶｻﾞ、ﾒﾀﾞｶ、ｶｼﾞｶ等

ｽﾅﾔﾂﾒ、ｽﾞﾅｶﾞﾆｺﾞｲ、ﾄﾞ
ｼﾞｮｳ、ｱｶｻﾞ、ﾒﾀﾞｶ、ｶｼﾞｶ

等

１６種

ｲﾄｱﾒﾝﾎﾞ、ｴｿﾞｺｶﾞﾑｼ、
ﾀｶﾞﾒ、ｷﾞﾝｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ等

３種 ４種 ２種

ﾏﾙﾀﾆｼ、ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ、ﾏｼｼﾞﾐ
ﾏﾙﾀﾆｼ、ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ、ﾔ
ﾏﾄﾇﾏｴﾋﾞ、ﾐﾅﾐﾇﾏｴﾋﾞ

ﾏﾙﾀﾆｼ、ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ

５２種

２３種 ２２種

２５種

２７科 ３８種

３４種 ４１種

６７種 ３２種

両生類 ４科 ７種

底生動物類 ４科 ５種

魚 類 ９科 １１種

昆虫類

哺乳類 ３科 ４～６種

鳥 類 ３０科 ６９種

確認種類

植 物 ３２科 ７２種

爬虫類 ２科 ２種

 

 動植物の重要な種に対する影響予測は、現地調査および文献により、重要な種の主要な生息・生育

環境を把握し、川上ダムの事業計画と重要な種の生息・生育環境および確認地点を重ね合わせ、各種

の生態特性を踏まえて、事業による影響の有無等を推測した。それにより、保全対策が必要と判断さ

（平成１８年度末までの調査結果による） 

分類 確認種類 特徴的な動植物の種類

植物 149科1033種 アカマツ、コナラ、ツルヨシ、ヒツジグサ、キクモ等

付着藻類 26科148種 クチビルケイソウ属等

哺乳類 10科18種 アカネズミ、タヌキ、ホンドジカ等

鳥類 45科136種 オオタカ、キジバト、コゲラ、シジュウカラ、メジロ等

爬虫類 5科9種 イシガメ、カナヘビ、シマヘビ等

両生類 6科11種 オオサンショウウオ、アマガエル、トノサマガエル等

魚類 14科36種 ニゴイ、シマドジョウ、カワヨシノボリ、スナヤツメ等

昆虫類 256科1468種
春：ホソミオツネントンボ、ヤマサナエ、ツチイナゴ等
夏：ハグロトンボ、オニヤンマ、ミヤマクワガタ等
秋：アキアカネ、オオカマキリ、トノサマバッタ等

底生動物類 88科209種 カワニナ、アカマダラカゲロウ、ナベブタムシ等
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れた動植物種を保全対象種として選定した。動物の保全対象種を表 7.2.4に、植物の保全対象種を表

7.2.5 に示す。 

 

表 7.2.4 動物の保全対象種および予測結果の概要 

保全対象種 予測結果の概要 

ヤマセミ 本種の主要な生息環境である山地渓流は、その一部が事業の実

施により改変されるため、本種の生息環境（採食環境）が減少

すると予測され、生息（採食）への影響を受けると考えられる。

一方で、事業により生じる湛水面が本種の新たな採食環境とな

る可能性も考えられる。 

鳥 類 

カワガラス 本種の主要な生息環境である山地渓流は、その一部が事業の実

施により改変され、本種の採食および繁殖環境が減少すると予

測されるため、生息（採食および繁殖）への影響を受けると考

えられる。 

両生類 オオサンショウウオ 本種の主要な生息環境である山地および中流的な渓流は、その

一部が貯水池の出現により改変されるため、生息環境及び繁殖

活動への影響を受けると考えられる。ダム下流河川では、水温

や河床構成材料等の変化により、本種および餌動物の生息環境

に影響があると考えられる。 

昆虫類 ギンイチモンジセセリ 本種は、食草であるススキやチガヤの生える明るい草地に生息

し、一斉除草や他の植物の繁茂といった環境の変化に弱いこと、

本種が確認された２地点のうち１地点は、湛水予定区域内にあ

り、かつ本種の移動能力が低いことから、事業の実施により、

本種の生息環境が消失すると予測されるため、生息への影響を

受けると考えられる。 

 

表 7.2.5 植物の保全対象種および予測結果の概要 

保全対象種 予測結果の概要 

オニイノデ 本種は、確認地点（1地点 40 株）のうち、2株が直接改変により消失し、38

株が生育環境の変化を受けると予測され、確認地点全てにおいて生育への影

響を受けると考えられる。 

ウメバチソウ 本種は、確認地点（4地点約 830 株）のうち、1地点（150 株）が直接改変に

より消失し、2 地点（約 650 株）が生育環境の変化を受けると予測され、確

認地点の大部分において生育への影響を受けると考えられる。 

ヤマジノタツナ

ミソウ 

本種は、確認地点（7地点約 370 株）のうち、4地点（110 株）が直接改変に

より消失し、3 地点（約 260 株）が生育環境の変化を受けると予測され、確

認地点全てにおいて生育への影響を受けると考えられる。 

タツナミソウ 本種は、確認地点（4 地点 36 株以上）のうち、1 地点（5 株）が生育環境の

変化を受けると予測され、生育への影響を受けると考えられる。 

キキョウ 本種は、確認地点（5 地点 10 株）のうち、1 地点（2 株）が直接改変により

消失することから、生育への影響を受けると考えられる。 

植

物 

ミズギボウシ 本種は、確認地点（2地点約 650 株）のうち、1地点（約 25 株）が直接改変

により消失し、約 625 株が生育環境の変化を受けると予測され、確認地点全

てにおいて生育への影響を受けると考えられる。 
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ササユリ 本種は、確認地点（8地点 9株）のうち、3地点（4株）が直接改変により消

失し、3 地点（3 株）が生育環境の変化を受けると予測され、確認地点の大

部分において生育への影響を受けると考えられる。 

ホトトギス 本種は、直接改変の影響を受ける地点はないが、確認地点（1 地点 5 株）が

生育環境の変化を受けると考えられる。 

コシンジュガヤ 本種は、直接改変の影響を受ける地点はないが、確認地点（1地点約 100 株）

が生育環境の変化を受けると考えられる。 

エビネ 本種は、直接改変の影響を受ける地点はないが、確認地点（1地点 10 株）が

生育環境の変化を受けると考えられる。 

カキラン 本種は、直接改変の影響を受ける地点はないが、確認地点（1地点 50 株）が

生育環境の変化を受けると考えられる。 

オニノヤガラ 本種は、直接改変の影響を受ける地点はないが、確認地点（1 地点 1 株）が

生育環境の変化を受けると考えられる。 

 

サギソウ 本種は、確認地点（2 地点約 40 株）のうち、1 地点（約 10 株）が直接改変

により消失し、1地点（約 10株）が生育環境の変化を受けると予測され、確

認地点の大部分において生育への影響を受けると考えられる。 

 

【保全対策の検討】 
 予測結果より選定した保全対象種について、その影響を回避・低減するための保全対策を検討した。

検討結果を表 7.2.6(1)～(4)に示す。 

表 7.2.6（１）  保全対策の概要 

b）営巣環境の創出（ヤマセミ、
カワガラス）

・採食の際の止まり
木となる、水辺の樹
林の創出 、ダム湖
内への人工止まり
木の設置〔ヤマセミ〕

・ダム湖において餌
となる在来魚を保全
するためのブラック
バスの防除〔ヤマセ
ミ〕

・貯水池上流端での餌とな
る底生動物の生息場となる
河川環境の整備〔カワガラ
ス〕

新たな営巣環境の創出、新た
な土崖の創出〔ヤマセミ〕、巣箱
の設置〔カワガラス〕など

供用後 供用後 施工中から供用後まで 施工中から供用後まで

貯水池内、貯水池
上流域

貯水池内、貯水池
上流域

前深瀬川貯水池上流端 貯水池周辺

特になし 特になし 特になし 特になし

整備した場がどの
程度利用されるか
不確実

防除効果の有効性
が不確実

整備した場がどの程度利
用されるのか不確実

整備した営巣地がどの程度利
用されるか、新たな営巣地創出
が周辺の現生息つがいに及ぼ
す影響が不確実

特になし 特になし
整備場所への導水に伴う
本川流量の減少

新たな営巣地創出が周辺の現
生息つがいに及ぼす影響

どのような環境に止
まり木環境を創出す
るかが未決定

有効かつ効率的な
防除手法の検討が
必要

整備場所の管理体制 事業実施区域及びその周辺に
おける営巣状況の把握

生息状況（採食環境
の分布等）を把握し
た後、実施

防除手法の効果を
検討した上で実施

生息状況（採食環境の分
布等）を把握した後、実施

生息状況（営巣地・つがいの分
布等）を把握した後、実施

ヤマセミ、カワガラス

本種の生息環境が減少すると予測される

採食環境の創出、営巣環境の創出

a）採食環境の創出（ヤマセミ、カワガラス）環境保全対策案

環境保全対策の方針

環 境 影 響

項 目

環境保全対策の実施
に伴い生ずるおそれが
ある環境への影響

環境保全対策の課題

検討の結果

環
境
保
全
対
策
案
の
概
要

実施内容

環境保全対策の効果
の不確実性の程度

実施期間

実施範囲

実施条件
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表7.2.6(2) 保全対策の概要
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表 7.2.6（３） 保全対策の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業実施予定区域は、本種の生息環境として適さなくなる。

ギンイチモンジセセリ項 目

環 境 影 響

環境保全対策の方針
幼虫の食草であるススキ、チガヤなどからなるやや乾燥した草地の創出
（成虫の生息環境も同様）

環境保全対策案

対策の実施に伴い生ず
るおそれがある環境へ
の影響

対策実施上の課題

環
境
保
全
対
策
案
の
概
要

実施内容

効果の不確実性の程度

実施期間

実施範囲

実施条件

環境保全対策を講じた
後の環境の状況の変化

非改変地への本種の確認された場所の表土の移植、放置、樹林環境への遷移を防
ぐための年に１回ほどの草刈り

生息地の工事前からダムの運用開始後

改変後に表土の盛土可能な範囲

草地環境の維持・管理

特になし

草原環境を維持するための管理体制

生息地の工事前の代替地の環境整備

見込まれる効果

乾燥草原の創出

本種をはじめ、草原性のチョウ類の確認が見込める。

他の生息地からの移動により創出したエリアに自然に発生することを見込んでいるこ
と
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表 7.2.6（４） 保全対策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 植物の重要な種 環境影響
環境保全対
策の方針

環境保全対策 期待される効果、留意点

オニイノデ
ウメバチソウ
ヤマジノタツナミ
ソウ
キキョウ
ササユリ
ミズギボウシ
エビネ
サギソウ

ヤマジノタツナミ
ソウ

タツナミソウ
キキョウ
ササユリ

オニイノデ
ウメバチソウ
ミズギボウシ
ホトトギス
コシンジュガヤ
エビネ
カキラン
オニノヤガラ
サギソウ

○直接改変以外の影
響を受ける個体につ
いての影響の有無の
監視

・生育個体に損傷や
枯死等の川上ダム建
設事業による影響が
確認された場合の移
植等の環境保全対策
の検討および実施、
林縁植物の生育環境
の撹乱の防止

影響が生じる可能性がある
個体を継続的に監視するもの
であり、影響が生じた場合に
は、その発見が早くなる等の
効果が考えられる。

この環境保全対策の実施に
より、川上ダム建設事業を実
施した場合に影響を受ける可
能性のある生育確認個体につ
いて、影響は回避、低減され
ると考えられる。

移植が難し
い種につい
て、生育確認
個体からの
種子の採
取、播種によ
る個体の保
全

○播種
・生育個体の確認地

点における調査結果
に基づく生育適地の
選定、種毎の生態等
を踏まえた適期での
播種

移植により個体の保全を図
るものであり、その効果が期
待できるが、移植が非常に難
しい種があることから、専門家
の指導、助言により実施する。
また、移植が非常に難しいと
考えられる種について、専門
家の指導、助言により播種を
実施する。

これらの環境保全対策の実
施により、川上ダム建設事業
を実施した場合に影響を受け
る生育確認個体について、影
響は回避、低減されると考え
られる。

消失する個
体の移植に
よる生育個
体の保全

○直接改変の影響を
受ける個体の移植

・生育個体の確認地
点における調査結果
等に基づく生育適地
の選定、種毎の生態
等を踏まえた適期で
の移植（移植先の環
境の改変に配慮し、1
箇所に多くの個体を
移植しない。）

移植

播種

モニタ
リング

個体の枯死
等の継続的
な監視

直接改変
以外による
個体の消
失の懸念

直接改変
による個体
の消失
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【保全対策の効果】 

（動 物） 

・オオサンショウウオ保護池で実施した遡上試験により、堰などの河川を横断する障害物があっても、

斜路や階段構造の移動路を設置することにより、十分にオオサンショウウオの上下流方向の移動の

連続性を確保できることを確認した。 

・湛水予定区域内に生息するオオサンショウウオの保全対策としての「移転」の実施に向けて、移転

に伴うオオサンショウウオ個体（先住個体、移転個体）の生息・繁殖への影響の有無や、移転地に

おける生息・繁殖環境の適性を調査し、有効な移転方法を確立することを目的として、平成 10 年度

から 17 年度にオオサンショウウオ（68 個体）の移転試験を行った。平成 11 年度からは、モニタリ

ング調査を継続して実施している。平成 18 年度までの移転個体の再捕獲率は約 50％で、自然分布

個体の再捕獲率（約 30％）に対して、高い割合で個体を確認している。50％の再捕獲率というのは、

その周辺に新しい個体が出てこなかったことや、オオサンショウウオが移転地点からあまり移動し

なかったことを意味しており、移転個体が移転場所でうまくとけ込んで生息していることである。

以上のことから、移転地周辺での確認状況や成長度などから、保全対策として移転は有効と考えら

れる。 

・平成 8年度から実施しているオオサンショウウオの生息状況等の調査により、オオサンショウウオ

の生息環境を整理した結果、田畑や林地などの河川周辺の環境がオオサンショウウオの生息に重要

な働きをしていることが少しずつ明らかになった。また、平成 18 年度までの 11 年間の出水や渇水

等の流況変動でも、オオサンショウウオの生息環境や生息分布には大きな変動は見られなかった。 

 

（植 物） 
・移植による保全対策を実施する種のうち、オニイノデは、付替道路の施工に伴い影響を受ける株を

近傍の自生地付近に移植を行い、移植後、継続してモニタリングを実施した結果、良好に生育して

いること、さらに移植した株の周辺で新株も生育していることから、確実に活着している。以上の

ことから、オニイノデの保全対策として、移植は有効と考えられる。 

・エビネは、移植の適性を確認するため、平成 15 年に 3株を仮移植し、平成 18 年度までに 18株まで

増加していることから、エビネの保全対策として、移植は有効と考えられる。 

・播種による保全対策を実施する種は、自生種から採取した種子を育苗地に播種しており、そのうち

タツナミソウ、キキョウ、ササユリが毎年生育・開花し、種子も採取していることから、これらの

種は播種による増殖が可能と考えられる。なお、ヤマジノタツナミソウは、育苗地では現時点で生

育が確認されていないが、当該種は林内に生育する種であるため、生育環境を考慮して播種に取り

組むものとする。 

・モニタリングの対象種は、現在まで良好に生育していることを確認している。 

 

【学識経験者のコメント】（川上ダム自然環境保全委員会） 

・動植物については、今後も事業の進捗に合わせて、保全対策を行い、適切なモニタリングを実施し

ていただきたい。 
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 図 7.3.2 に示すとおり、前深瀬川流域のオオサンショウウオの生息密度は、他の生息地と比較して、

突出して高くない。 

 

【オオサンショウウオへの影響について】 

これまでの 10 年間の調査で出水や渇水などを含む気象条件の変動に対して、オオサンショウウオの

生息状況には大きな変化が生じていないこと、平成 17 年に設定した、移転したオオサンショウオの個

体が生息することが実現できたこと、さらに、河川に隣接する田、竹藪、林地等の生息環境の整備が

重要であることが判明し、オオサンショウウオ保護池を継続的に運用・管理することにより、オオサ

ンショウウオの生息環境の保全も大いに確保されると考えられる。 
 

 川上ダムの建設に伴うオオサンショウウオへの影響は、川上ダム貯水池の出現によって、湛水予定

区域の生息環境の改変および消失や、上下流の分断が考えられるが、川上ダムでは、生息確認調査等

をこれまでに 10 年にわたって実施するとともに、学識経験者による委員会で検討し、オオサンショウ

ウオの保全目標を「前深瀬川流域における個体群の繁殖活動の維持」として、以下の結果を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オオサンショウウオ保護池における生態観察・調査等】 

  川上ダムでは、①人工飼育下での繁殖環境の調査（人工巣穴の適性）、②選好巣穴環境の調査、③

移動能力の調査（オオサンショウウオ道の適性）、④生態（成体、幼生）の調査（採餌量、成長度）、

⑤工事中に確認された個体の一時的な避難（保護）を行うことを目的として、事業実施区域内に、図

7.3.3，図 7.3.4，図 7.3.5 に示すオオサンショウウオ保護池を設置し、保全対策に必要な生態の観察

や調査等を実施している。 

検討の結果

川上ダム建設による影響

①．新たに湛水区域（貯水池）が生じることによる生息環境の改変および消失

②．ダム貯水池による上下流および前深瀬川、川上川の分断

①．調査の実施（生息確認調査、河川環境調査、保護池調査など）
②．委員会による検討（保全計画および保全状況調査の計画の検討）

保全目標「前深瀬川流域における個体群の繁殖活動の維持」

①．前深瀬川・川上川の湛水予定区域の上流域では、湛水予定区域の約３倍程度の個体が
生息し、それらの個体はダム建設後も、引き続き繁殖活動は継続されると考えられる。

②．ダム建設予定地の上下流間および前深瀬川と川上川の間を移動する個体は、ほとんど確
認されていない。

③．ダム建設予定地下流では、上流域より確認個体数が少ないが、産卵巣穴や幼生が確認さ
れており、継続的に繁殖活動を行っていることが確認されている。

④．湛水予定区域上流では、上下流への移動の連続性の確保、生息環境の整備、湛水予定
区域内に生息する個体を上流へ移転することにより、繁殖活動が維持される可能性は、
より高くなると考えられる。
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 図 7.3.6 には、前深瀬川流域の生息環境整備とオオサンショウウオの移転試験地を示す。川上ダム

では、環境整備を平成 15～17 年度にかけて計 3箇所で実施し、移転試験を行った。移転試験後はモニ

タリング調査で移転個体の定住性や成長度、人工巣穴の利用状況等を確認している。このうち、平成

15 年度の生息環境整備および当該箇所での移転試験は、平成 8年度から継続している生息確認調査で

オオサンショウウオが確認されていない区間であったが、平成 18年度の幼生確認調査により当該区間

で初めて幼生を確認したことから、移転試験の個体が繁殖した可能性を考えている。 

  

【学識経験者のコメント】（川上ダムオオサンショウウオ調査・保全検討委員会および川上ダム自然環

境保全委員会） 

・前深瀬川流域では、貯水池の上流の範囲は改変されないため、大きな問題が生じることは予想され

ない。 

・貯水池の上下流でオオサンショウウオの移動を阻んでいる人工・自然障害物に、移動経路を設置し、

上下流の連続性を確保することにより、オオサンショウウオが好適な生息・繁殖場所を選定できる

と考えられる。 

・前深瀬川流域では、繁殖活動の場が縮小されるが、流域での繁殖活動そのものは継続できると考え

られる。さらに、保護池内での人工巣穴では繁殖活動が確認されていることから、特定の繁殖巣穴

でなくても繁殖が可能であり、自然・人工を含めできるだけ多数の繁殖巣穴を確保することで繁殖

活動が維持される可能性は高いと考えられる。 

・少なくとも成体個体は、常時満水位以上の水位変動域や貯水池周辺でも生息することは可能である。 

 

②上位性（オオタカ） 

 川上ダムでは、事業実施区域周辺の地域を特徴づける生態系の上位性における陸域の注目種として、

オオタカを選定しており、猛禽類調査を平成 9年度から継続して実施している。これまでに事業実施

区域およびその周辺において、オオタカ６つがいの生息を確認している。 

 猛禽類調査は、今後も継続して実施し、オオタカの生息繁殖状況をモニタリングしていくものとす

る。 

【川上ダム周辺に生息するオオタカ各つがいの繁殖状況】 

事業実施区域およびその周辺に生息を確認している６つがいの繁殖状況を表 7.3.3 に示す。 

平成 17 年度には、2つがい（D，F）、平成 18年度には、3つがい（B，D，F）の繁殖成功を確認した。 

表 7.3.3 川上ダム周辺に生息するオオタカ各つがいの繁殖状況 
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別 紙 

川上ダムにおける環境に関する各種委員会 

 

川上ダム建設事業の実施による自然環境への影響を総合的に評価し、適切な保全対策を検討して

いく必要がある。このために、国指定の特別天然記念物であるオオサンショウウオや希少猛禽類の

生息状況を把握する調査、影響予測および自然環境の保全対策について指導・助言をいただくため

に、専門家による委員会を設置している。 

現在、川上ダムにおける環境に関する各種委員会および委員は、以下のとおりである。 

 

川上ダム自然環境保全委員会 

氏  名 所属・役職等 

  小野 勇一※  九州大学 名誉教授 

  池淵 周一  京都大学 名誉教授 

  江崎 保男  兵庫県立大学自然・環境科学研究所 教授 

  海老瀬潜一  摂南大学工学部 教授 

  大手 桂二  京都府立大学 名誉教授 

  角  哲也  京都大学大学院工学研究科 准教授 

  松井 正文  京都大学大学院人間・環境学研究科 教授 

  森下 郁子  元大阪産業大学人間環境学部 教授 

         ※：委員長 
 

川上ダムオオサンショウウオ調査・保全検討委員会 

氏  名 所属・役職等 

  松井 正文※  京都大学大学院人間・環境学研究科 教授 

  冨田 靖男  元三重県立博物館 館長 

  松尾 直規  中部大学工学部土木工学科 教授 

  松月 茂明  元日本サンショウウオセンター 学芸員 

  森下 郁子  元大阪産業大学人間環境学部 教授 

（役職に委嘱）  国土交通省近畿地方整備局 

   木津川上流河川事務所 所長 

（役職に委嘱）  三重県県土整備部 

   流域整備分野担当総括室長 

                ※：委員長 
 

川上ダム希少猛禽類保全検討会 

氏  名 所属・役職等 

  江崎 保男※  兵庫県立大学自然・環境科学研究所 教授 

  菊田 浩二  奈良ワシタカ研究会 代表 

  武田 恵世  （財）日本野鳥の会三重県支部 

                ※：委員長 
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補足資料－３ 大内流量について 

  
 4.2.1 の(2)大内地点の流量の検証で用いた大内地点流量は、既存の半旬データを使用している昭

和 50 年以前の流量については、名張川合流前の島ヶ原地点の観測流量を基に島ヶ原と大内の両地点

における流域面積の比率で求めた推定流量を使用していることから、推定流量の妥当性について、大

内地点の観測データが存在する昭和 47 年以降の実測流量と島ヶ原地点の実測流量を基にした推定流

量との相関をとり確認を行った。なお相関図の対象データは、昭和 47 年～昭和 59 年である。 
 
 以下のとおり、相関係数は 0.8 以上あり、島ヶ原地点の実測流量から推定した大内流量は妥当と判

断している。 
 
（採用した大内流量） 
・S31 年～S50 年は島ヶ原地点実測流量から流域面積比で求めた推定流量を採用。（半旬データ） 
・S51 年～H17 年は実績流量を採用。（但し、欠測時は島ヶ原地点実測流量から流域面積比で求めた

推定流量を採用。） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 大内地点における実測流量と推定流量の相関関係（全年）（15m3/s 以下） 

 S31～S50 年 S51～H17 年 

１７６ 
大内流量 

推定流量     
島ヶ原自然流量× 
（半旬データ） 

５２５ 

実測流量 
但し、欠測時は 
島ヶ原自然流量×（176／525） 

相関係数＝0.835 
y＝1.01x 
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補足資料－４ 大阪市議会平成 18 年度決算特別委員会における答弁 

 

＊大阪市会ホームページより水利権に関して 

最近の質問答弁を抜粋したものに下線を挿入 

 

○大阪市議会平成 18年度決算特別委員会（公営・準公営企業） 

               （平成 19 年 10 月－10 月 11 日－05 号） 

質問（山中智子委員） 

 

 ことし一番多かった９月３日で 144万トン。水利権は 267 万トン。一番多かった日でも 120 万トン

という水が余っているということです。今御説明あったように、昭和 55 年以降、大体もともと持って

いた 203 万トンですけども、その 200 万トンを超えたことがないわけですよね。平成に入ってからの

最大でも平成２年の 193 万トン、それからちょっと変動しながら、でも結局平成８年からはずっと減

り続けて、ことしはとうとう 150 万トンを切ったと、そういうことです。 

 乱暴な言い方かもわかりませんけれども、結果としてこの 1,000 億円からのお金をかけた 64 万トン

というものはただの一度も必要だったことはなかった。全くむだになってしまったということだと思

います。私どもは非常に早い時期から、こういう過大な水需要予測に基づいて、しかも琵琶湖の生態

系なんてものはお構いなしの開発や計画を批判して、この間は一定量の売却処分を求めてきました。

そのたびに水道局は、いろんなことを言ってこれを拒否し続けてきました。もう減り始めていた、減

る一方だった平成４年にこういう需要予測をお立てになりましたね。平成４年、92 年ですけれども、

そのときに 2005 年には最大給水量が 243 万トンになるんだという、そういう需要予測をお立てになり

ました。何度もこの予測についても下方修正を求めて、余っている水利権については売るように、む

だを省くようにということを求めてきたし、それなりのチャンスのあったときもあったと思うんです。 

 例えば、大阪府がダムをつくるぐらいだったらみたいな話もあった時期もありました。そういうと

きにやっぱり売るべきじゃないかという質問に対して、例えば当時、磯村市長ですけども、こういう

ことをおっしゃってるんですね。もうこれ３Ｋが破綻した後なんですけども、集客構想が成功してた

くさんの人が大阪市に入ってきているから需要がふえるんだ。こんな夢みたいなことを言って、とに

かくどんどん減り続けているという現実から目を背けて過大な水利権を保有し続けてきたわけです。 

 中には、これは 100 年の大計だと言われた理事者の方もおられます。100 年の大計どころか 100 万

トンのむだではないかと言いたいわけですけれども、私は今、やっぱりこういう形で 14 億円もの補助

金を凍結というか削られて、水道の利用者の皆さんにも御迷惑をかける、そういうむだをやってきた

ということについて今やっぱりちゃんと反省をするべきではないかと思うんですけども、どうでしょ

うか。 

 

答弁（河谷水道局工務部計画担当課長） 

 

 水利権処分を怠ったという今、委員の御指摘でございますけれども、私ども水道局では、水利権、

これは上工水合わせた一元的な視点でとらえてございまして、工業用水道の一部の水利権につきまし

ては、有償譲渡が可能な水利権という前提のもとで、もし申し出があれば、これは河川管理者等の指

導を踏まえて我々協議に応じるとの意思を表明した経緯がございます。 
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 ただ、現在のところ、淀川水系全体におきます各利水者の水利権は、事業対象となっている５ダム、

これの一部に参画しておりました例えば大阪府ですとか阪神水道企業団ですとか、その辺の利水者が

相次いで撤退するなど、水系ではおおむね充足している状況でございます。 

 特に今、委員御指摘のございました主たるところは、上水道の方、これの最後の琵琶湖開発事業に

よります水利権にかかわってのことというふうに我々存じてございますけれども、ただ、振り返って

みますと、大阪市がこの琵琶湖開発事業に参画しましたことは、過去、昭和 30 年代から 50 年代前半、

この長きにわたりましては、当時の我々持っておりました水利権、これを非常に大きく上回って取水

していたという実情の中で琵琶湖総合開発事業の参画が判断されてきたものでございまして、やはり

これは当時の大阪市政の発展に大きく寄与してきたものというふうに考えておりまして、この琵琶湖

開発事業によります水利権は、そういった意味では一定の意義はあったというふうに我々考えてござ

います。 

 ただ、委員御指摘のとおり、最近の水需要の低迷によって乖離が生じている現状でございますので、

我々水道局としても経営上危機感を持って臨んでおりますし、先ほどの歴史的な意義は別にしまして、

現在の断面だけで見ますと、水利権は余っているという指摘があり、議論になっているということは

我々認識をしております。 

 ただ、現在保有しております水利権につきましては、例えば水利権の実力評価という利水の安全度

の問題、あるいは先ほど申し上げましたように水系全体の充足した水利権の問題とかいろいろな問題

がございますので、今、平常時におきます水需要との乖離という平常時のそういう一側面だけではな

かなか単純には手放せないものと考えておりまして、我々今後、極めて経済的に確保しております市

民の貴重な財産でございますので、例えば経営戦略あるいは危機管理戦略、その両面からこれを位置

づけてまいりたいというふうに考えてございます。 

 最後になりますが、この水利権を転用するという問題は、河川管理者が中心となった水系全体の総

合的なガバナンスといいますか水管理の問題でございますので、我々、こうした動向につきましては、

今後とも常に注意していく必要はあるというふうには考えてございます。 
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補足資料－５ 堆砂量の違いについて 

ダム等管理フォローアップの定期報告書と長寿命化検討における木津川ダム群堆砂量の差異について 

 
H18 年度に実施したダム等管理フォローアップの定期報告書と今回長寿命化施策で説明した堆砂

量について、図１に示すとおり違いがある。 
 

864千m
3

2,059千m
3

2,454千m3 1,589千m3

本文 5.3
(H18堆砂ﾃﾞｰﾀ)

有
効
容
量
内

堆
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容
量
内

H18 ﾀﾞﾑﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
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砂
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容
量
内

総
堆
砂
量

1,034千m3

664千m
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3

H18年度ダム等管理フォローアップの定期報告書の貯水池内河床断面図

堆砂量

1,150千m
3

 
 

図１ 堆砂量に関するフォローアップでの公表値と今回の数値の比較 

 
 

表１ H18 堆砂ﾃﾞｰﾀによるダム等管理ＦＵ算定方法と長寿命化算定方法の堆砂量比較 

 
 
 
 
 
 
 
 

単位 千m
3

ﾀ ﾑＦＵ報告
算定方法

（H18堆砂ﾃﾞｰ
ﾀ）

長寿命化検討
（H18堆砂ﾃﾞｰ

ﾀ）

ﾀ ﾑＦＵ報告
算定方法

（H18堆砂ﾃﾞｰ
ﾀ）

長寿命化検討
（H18堆砂ﾃﾞｰ

ﾀ）

ﾀ ﾑＦＵ報告
算定方法

（H18堆砂ﾃﾞｰ
ﾀ）

長寿命化検討
（H18堆砂ﾃﾞｰ

ﾀ）

ﾀ ﾑＦＵ報告
算定方法

（H18堆砂ﾃﾞｰ
ﾀ）

長寿命化検討
（H18堆砂ﾃﾞｰ

ﾀ）

有効容量
内堆砂量

1,179 2,059 361 864 164 172 245 244

堆砂容量
内堆砂量

2,477 1,589 746 620 80 79 156 156

総堆砂量 3,656 3,648 1,107 1,484 244 251 401 400

布目ダム 比奈知ダム高山ダム 青蓮寺ダム

河床高は最深河床

河床高は最深河床
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□誤差の原因 
 ダム等管理フォローアップ定期報告書など、従来、木津川ダム群における各ダムの堆砂量は、毎

年度実施する深浅測量（ダム貯水池の断面形状の測量）による断面図から算出した断面積に断面間の

距離をかけて当該年度の貯水容量を算出した上で、堆砂量算出のベースとなる管理移行直後の貯水容

量との差し引きにより算出していた。 
一方、長寿命化の検討に際して、標高別の堆砂量を求める必要が生じたが、堆砂量算出のベースと

なる管理移行直後の貯水容量は標高毎に区分して算出されていなかった。 
このため、今回の長寿命化の検討にあたって、平成 18 年度の深浅測量による断面図と元河床の断

面図から標高毎の堆砂の断面積を求め、断面間の距離をかける方法により、標高毎の堆砂量を計算し

た。 
フォローアップ定期報告書など従来の方法と、今回の長寿命化検討に際しての方法の計算結果の差

異については、上述したように堆砂量算出のベースとなる管理移行直後の貯水容量と、元河床の断面

図から算出される貯水容量との差によると思われるが、高山ダム、青蓮寺ダムは管理開始以降 35 年
以上を経過しており、管理移行直後の貯水容量を算定した根拠を究明することは困難な状況である。 
以上の内容を踏まえ、今後は、標高毎の堆砂分布を把握できる今回の算出方法（断面毎の差し引き）

で、木津川ダム群の堆砂量を算出する。 
 
また、第 65 回委員会審議資料 2-4-2 スライド 7 で示した数値を再度精査した結果、集計過程で間

違いがあったため、第 67 回委員会審議資料 1-4-2 の淀川水系河川整備計画原案等に関わる質問・回

答集別紙集（その３）の別紙-1148 のとおり修正を行った。 
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補足資料－６ 既設ダムの堆砂除去計画（素案） 

６－１ 堆砂除去計画（案） 

具体的な堆砂除去計画については、川上ダム完成後の本格運用までに検討することになるが、ここ

では堆砂除去全体計画の実行可能性を確認するために、現時点で想定できる条件のもと概略検討を行

ったものである。 
 

◆設定条件 
□基本条件 

・施工期間は、堆砂量や掘削運搬等の施工能力により個々のダム毎に異なるが、最大の施工期間

として非洪水期の８ヶ月間を考えている。 
・１年間に除去する量は、施工条件によりダム毎で異なるが、年間４万 m3～１０万 m3を想定し

ている。 
・陸上掘削時は通常の河川工事と同様に、濁水を生じさせないような対策を行う。 

□堆砂除去対象 
  ・常時満水位以下の洪水調節容量及び不特定容量内の堆砂を対象とする。 
 □月当たり堆砂除去量の設定（ダンプトラックの運搬能力から堆砂除去作業量を設定） 
  ・ダンプトラックの運行間隔は、市街地通過（青蓮寺ダム、比奈知ダム）は 10 分、その他ダム

は 5 分間隔と設定する。 
  ・搬出場所：ダム下流と設定（青蓮寺ダム、比奈知ダム、布目ダムは高山ダム下流） 
  ・青蓮寺ダムと比奈知ダムについては、運行間隔を 10 分とする代わりに、1 運行当たりのダンプ

トラックの台数を 2 台と設定する。 
  ・月当たりの作業日は、4 週 8 休・気象条件等による不稼働 2 日を見込み 18 日と設定する。 
 □堆砂除去のローテーション 
  ・既堆砂量の大きい順に対策を実施すると仮定する。 
  ・既堆砂掘削時は当該年度の流入土砂もあわせて除去するものと仮定する。 
  ・堆砂除去期間は非洪水期（８ヶ月）と設定する。 
 

表 1 各ダムの初期条件 

既堆砂量
（千m3）

年間流入
堆砂量
（千m3）

1 高山ダム 1,175 25 12,780 102

2 青蓮寺ダム 255 7 5,040 40

3 比奈知ダム 66 7 5,760 46

4 布目ダム 39 2 9,720 78

5 川上ダム 0 6 14,220 114

計 1,535 47

初期条件

堆砂
月当り作業量

（m3/日）

年間作業量
(非洪水期)
（千m3/年）

 
※川上ダムの年間流入堆砂量は、代替容量内の堆砂を追加し 6 千 m3と設定する。 
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◆計算結果 
【既堆砂量の多い順に実施する場合の試算】 
・既堆砂量の多い順（高山ダム→青蓮寺ダム→比奈知ダム→布目ダム→川上ダム）と仮定 
・第１期で既堆砂を全量除去するものと仮定 
・計算上は３６年で全ダム既堆砂量の除去が可能となる。（代替容量 830 万 m3相当では約 10 年） 
・第２期以降は、各ダム１年毎の５年間の堆砂除去ローテーションで持続的な貯水容量の確保が可

能となる。 
 
 

 

※今回の説明は概略検討結果をお示ししたものです。効率的な運用方法等の具体的

な検討は今後実施していきます。 
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６－２ 堆砂処理計画（案） 

 前項の堆砂除去計画を踏まえ、現時点での考えている堆砂処理計画（案）を示す。具体的な検討に

ついては、川上ダム完成後の本格運用までに検討を進める。 
 
堆砂処理計画として現時点の検討では、「ダム下流河川への土砂還元」と「資源としての有効活用」

を考えている。 
・木津川本川への年間土砂還元量は既設ダムのない場合における自然河道の土砂濃度を上限として、

18 千 m3を想定している。 
・川上ダム下流の前深瀬川はダム完成後粗粒化が懸念されるため、毎年 3 千 m3の土砂を還元する

計画としている。 
 
（１）高山ダム 

川上ダム

布目ダム

高山ダム

室生ダム

青蓮寺ダム

・流入年堆砂量(利水分除く)
25,000m3

・年間排砂量
102,000m3

木津川

大
河
原
大
橋

置土場所

年間土砂還元量
18,000m3

84,000m3は地域の資源として有効活用を図る

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
6,000m3

・年間排砂量
3,000m3

置土
場所

年間土砂還元量
3,000m3

名
張
川

・流入年堆砂量(利水分除く)
2,000m3

比奈知ダム

高山ダム堆砂除去

※年間土砂還元量18,000m3はダム無し時の自然河道の土砂濃度以上とならない土砂量として設定しています。

※川上ダムは下流の土砂還元として、毎年3,000m3（自然河道の
土砂濃度に近づけるため）を継続的に流下させる予定です。

 
 
 高山ダムでは、1 年間に 102 千 m3の排砂を想定している。 
 その内訳は、木津川本川の土砂還元として 18 千 m3、地域の資源としての有効活用を 84 千 m3と考

えている。 
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 （２）青蓮寺ダム 

川上ダム

布目ダム

高山ダム

室生ダム

青蓮寺ダム

・流入年堆砂量(利水分除く)
25,000m3

木津川

大
河
原
大
橋

置土場所

年間土砂還元量
18,000m3

22,000m3は地域の資源として有効活用を図る

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・年間排砂量
40,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
6,000m3

・年間排砂量
3,000m3

置土
場所

年間土砂還元量
3,000m3

名
張
川

・流入年堆砂量(利水分除く)
2,000m3

比奈知ダム

青蓮寺ダム堆砂除去

※年間土砂還元量18,000m3はダム無し時の自然河道の土砂濃度以上とならない土砂量として設定しています。

※川上ダムは下流の土砂還元として、毎年3,000m3（自然河道の
土砂濃度に近づけるため）を継続的に流下させる予定です。

 
 青蓮寺ダムでは、1 年間に 40 千 m3の排砂を想定している。 
 その内訳は、木津川本川の土砂還元として 18 千 m3、地域の資源としての有効活用を 22 千 m3と考

えている。 
（３）比奈知ダム 

川上ダム

布目ダム

高山ダム

室生ダム

青蓮寺ダム

・流入年堆砂量(利水分除く)
25,000m3

木津川

大
河
原
大
橋

置土場所

年間土砂還元量
18,000m3

28,000m3は地域の資源として有効活用を図る

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・年間排砂量
46,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
6,000m3

・年間排砂量
3,000m3

置土
場所

年間土砂還元量
3,000m3

名
張
川

・流入年堆砂量(利水分除く)
2,000m3

比奈知ダム

比奈知ダム堆砂除去

※年間土砂還元量18,000m3はダム無し時の自然河道の土砂濃度以上とならない土砂量として設定しています。

※川上ダムは下流の土砂還元として、毎年3,000m3（自然河道の
土砂濃度に近づけるため）を継続的に流下させる予定です。  

 比奈知ダムでは、1 年間に 46 千 m3の排砂を想定している。 
 その内訳は、木津川本川の土砂還元として 18 千 m3、地域の資源としての有効活用を 28 千 m3と考

えている。 
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（４）布目ダム 

川上ダム

布目ダム

高山ダム

室生ダム

青蓮寺ダム

・流入年堆砂量(利水分除く)
25,000m3

木津川

大
河
原
大
橋

置土場所

年間土砂還元量
18,000m3

60,000m3は地域の資源として有効活用を図る

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
6,000m3

・年間排砂量
3,000m3

置土
場所

年間土砂還元量
3,000m3

名
張
川

・流入年堆砂量(利水分除く)
2,000m3

・年間排砂量
78,000m3

比奈知ダム

布目ダム堆砂除去

※川上ダムは下流の土砂還元として、毎年3,000m3（自然河道の
土砂濃度に近づけるため）を継続的に流下させる予定です。

※年間土砂還元量18,000m3はダム無し時の自然河道の土砂濃度以上とならない土砂量として設定しています。

 
布目ダムでは、1 年間に 78 千 m3の排砂を想定している。 

 その内訳は、木津川本川の土砂還元として 18 千 m3、地域の資源としての有効活用を 60 千 m3と考

えている。 
（５）川上ダム 

川上ダム

布目ダム

高山ダム

室生ダム

青蓮寺ダム

・流入年堆砂量(利水分除く)
25,000m3

木津川

大
河
原
大
橋

15,000m3は地域の資源として有効活用を図る

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
7,000m3

・流入年堆砂量(利水分除く)
6,000m3

・年間排砂量
18,000m3

置土
場所

年間土砂還元量
3,000m3

名
張
川

・流入年堆砂量(利水分除く)
2,000m3

・年間排砂量
86,000m3

比奈知ダム

川上ダム堆砂除去

※川上ダムは下流の土砂還元として、毎年3,000m3（自然河道の
土砂濃度に近づけるため）を継続的に流下させる予定です。  

川上ダムでは、毎年 3 千 m3、5 年間に 1 回 18 千 m3の排砂を想定している。 
 その内訳は、前深瀬川の土砂還元として 3 千 m3、地域の資源としての有効活用を 15 千 m3と考え

ている。 
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補足資料－７ 川上ダム下流河川の生物調査結果について 

 
 川上ダム建設所では、ダムに起因する流況の平滑化や土砂移動の遮断による影響が予測されること

から、ダム下流河川の生態系を構成する魚類、その餌となる底生動物や付着藻類などの生物の生息・

生育環境の現状を把握するため、ダム下流の前深瀬川および木津川に定点を設定して、魚類、底生動

物、付着藻類を対象とした調査を行っている。 
ダム運用後はフラッシュ放流や土砂供給を行い、魚類相、底生動物相の変化や付着藻類の更新状況

をモニタリングしていくこととしている。 
以下に、平成 15 年度にダム下流の前深瀬川と木津川で実施した魚類、底生動物および付着藻類に

関する調査結果を示す。 
 

表１ 調査内容 

調査時期回数 調査地点 調 査 方 法

魚類調査 ２回（夏季・秋季）
10地点
（St.1～10；図１
参照）

採捕獲調査
（投網、タモ網、刺し網、もんどり）

底生動物調査 ２回（夏季・秋季）
10地点
（St.1～10；図１
参照）

定量採集及び定性採集

付着藻類調査
４回
（夏季及び増水後
３回）

５地点
（St.2,4,6,7,10；
図１参照）

定量採集

 

 
 

表２ 調査地点 

調
査
地
点

河
川
名

河
川
距
離

魚類調査
底生動物
調査

付着藻類
調査

２回 ２回 ４回

夏季、
秋季

夏季、
秋季

夏季、
出水後

St.1 木津川 ５６．５ｋ ○ ○
St.2 木津川 ６０．０ｋ ○ ○ ○
St.3 木津川 ６２．８ｋ ○ ○
St.4 木津川 ６６．８ｋ ○ ○ ○
St.5 木津川 ６７．４ｋ ○ ○
St.6 木津川 ７０．６ｋ ○ ○ ○
St.7 木津川 ７２．７ｋ付近 ○ ○ ○
St.8 木津川 ７３．４ｋ ○ ○
St.9 前深瀬川 №１０ ○ ○
St.10 前深瀬川 №１００ ○ ○ ○

10 10 5調査地点数

調査回数

調査時期
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〔調査結果の概要〕 
 ①魚 類（表 3 参照） 

現地調査の結果、調査範囲内で 7 目 11 科 30 種の魚類が確認された。 
分類別の内訳では、コイ目が 2 科 18 種と最も多く、次いでスズキ目が 2 科 5 種、ナマズ目が 3

科 3 種、ヤツメウナギ目、サケ目、ダツ目及びタウナギ目がそれぞれ 1 科 1 種であった。 
調査地点別に見ると、種類数では St.3（62.8k）が最も多く 15 種、St.8（73.4k）が最も少なく

9 種となっていた。 
当該調査で確認された種の大部分は、近畿地方の河川や湖沼に比較的普通に見られる種であっ

たが、環境省レッドリスト、三重県レッドデータブック 2005 および伊賀市レッドデータブックに

よる希少種としてスナヤツメ、カワヒガイ、ズナガニゴイ、イトモロコ、アカザ、メダカ、タウ

ナギの７種が確認された。 
 
 ②底生動物（表４(1)～(3) 参照） 

現地調査の結果、調査範囲内で 7 綱 20 目 54 科 122 種の底生動物が確認された。 
分類別の内訳では、昆虫綱が 100 種と最も多く、次いで甲殻綱が 6 種、マキガイ（腹足）綱及

びミミズ（貧毛綱）が 5 種、ヒル綱が 4 種、ウズムシ（渦虫）綱及びニマイガイ（二枚貝）綱が

1 種であった。当該調査では、昆虫綱が全体の 8 割以上を占めていたが、日本の河川では底生動

物中の昆虫類の占める割合が最も多くなることが知られており、当該地に限った特徴ではない。 
調査地点別に見ると、種類数では St.2（60.0k）が最も多く 61 種類、St.5（67.4k）が最も少な

く 31 種となっていた。 
当該調査で確認された種の大部分は、近畿地方の河川や湖沼に比較的普通に見られる種であっ

たが、環境省レッドリスト、三重県レッドデータブック 2005 および伊賀市レッドデータブックに

よる希少種としてマルタニシ、キイロヤマトンボ、オオカワトンボ、オジロサナエ、コシボソヤ

ンマ、オオコオイムシ、ヨコミゾドロムシの７種が確認された。 
 
③付着藻類（表 5(1)～(4) 参照） 

付着藻類は、平成 15 年 8 月 14～15 日の出水を起点とし、1 週間後（8 月 22 日）、2 週間後（8
月 29 日）、3 週間後（9 月 5 日）及び 4 週間後（9 月 12 日）の 4 回採取を行った。 
現地調査の結果、122 種の付着藻類が確認され、分類別では珪藻類が 100 種と最も多く、次い

で緑藻類が 11 種、藍藻類が 10 種、紅藻類が 1 種となっていた。 
調査地点別では、最下流の St.2 が 99 種と最も多くなっており、St.4 が 72 種、St.6 が 68 種、

St.7 が 67 種、St.10 が 69 種となっていた。 
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木津川 前深瀬川
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 （小計） St.9 St.10 （小計）

1 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 コイ コイ コイ ○ ○ ○ ○ ○

3 フナ類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 タイリクバラタナゴ ○ ○ ○

5 オイカワ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 カワムツＢ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 カワムツＡ型 ○ ○ ○

8 モツゴ ○ ○ ○

9 カワヒガイ ○ ○

10 ムギツク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 タモロコ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 カマツカ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 ズナガニゴイ ○ ○ ○ ○ ○

14 ニゴイ ○ ○ ○ ○ ○

15 イトモロコ ○ ○ ○

16 コウライモロコ ○ ○

17 スゴモロコ属（稚魚） ○ ○ ○

18 コイ科（稚魚） ○ ○

19 ドジョウ シマドジョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 ナマズ ギギ ギギ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 ナマズ ナマズ ○ ○ ○ ○ ○

22 アカザ アカザ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 サケ アユ アユ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 ダツ メダカ メダカ ○ ○ ○ ○

25 タウナギ タウナギ タウナギ ○ ○

26 スズキ サンフィッシュ ブルーギル ○ ○ ○

27 ブラックバス ○ ○ ○

28 ハゼ ドンコ ○ ○

29 カワヨシノボリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 ヌマチチブ ○ ○

７目 １１科 13種 13種 15種 13種 13種 13種 10種 9種 29種 13種 10種 13種

表３ 確認種リスト〔 魚 類 〕

30種

No. 目 名 科 名 和 名

木津川 前深瀬川
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 （小計） St.9 St.10 （小計）

1 扁形動物 ｳｽﾞﾑｼ ｳｽﾞﾑｼ ﾄﾞｹﾞｼｱ ﾅﾐｳｽﾞﾑｼ Dugesia japonica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 軟体動物 ﾏｷｶﾞｲ ﾆﾅ ﾀﾆｼ ﾏﾙﾀﾆｼ Cipangopaludina chinensis laeta ○ ○

3 ﾋﾒﾀﾆｼ Sinotaia quadrata histrica ○ ○ ○

4 ｶﾜﾆﾅ ｶﾜﾆﾅ Semisulcospira libertina ○ ○ ○ ○

5 ﾁﾘﾒﾝｶﾜﾆﾅ Semisulcospira reiniana ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ｻｶﾏｷｶﾞｲ ｻｶﾏｷｶﾞｲ Physa acuta ○ ○ ○ ○

7 ﾆﾏｲｶﾞｲ ﾊﾏｸﾞﾘ ｼｼﾞﾐ Corbicula属の一種 Corbicula sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 環形動物 ﾐﾐｽﾞ オヨギミミズ オヨギミミズ ｵﾖｷﾞﾐﾐｽﾞ科の一種 Lumbriculidae sp ○ ○ ○

9 ナガミミズ ｲﾄﾐﾐｽﾞ ﾕﾘﾐﾐｽﾞ属の一種 Limnodrilus sp ○ ○

10 ｲﾄﾐﾐｽﾞ科の一種 Tubificidae gen  sp ○ ○ ○

11 ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ科の一種 Naididae gen  sp ○ ○

12 （ナガミミズ目） ﾅｶﾞﾐﾐｽﾞ目の一種 Haplotaxida sp ○ ○

13 ﾋﾙ ウオビル（吻蛭） グロシフォニ ｱﾀﾏﾋﾞﾙ Hemiclepsis marginata ○ ○

14 アゴビル（顎蛭） ヒルド ﾁｽｲﾋﾞﾙ Hirudo nipponia ○ ○

15 ｲｼﾋﾞﾙ ｲｼﾋﾞﾙ ｼﾏｲｼﾋﾞﾙ Erpobdella lineata ○ ○

16 ｲｼﾋﾞﾙ科の一種 Erpobdellidae gen  sp ○ ○ ○ ○

17 節足動物 甲殻 ﾜﾗｼﾞﾑｼ ﾐｽﾞﾑｼ ﾐｽﾞﾑｼ Asellus hilgendorfii ○ ○ ○

18 ｴﾋﾞ テナガエビ ｽｼﾞｴﾋﾞ Palaemon paucidens ○ ○ ○ ○

19 ﾇﾏｴﾋﾞ ﾇﾏｴﾋﾞ Paratya compressa compressa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 ﾐﾅﾐﾇﾏｴﾋﾞ Neocaridina denticulata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ Procambarus clarkii ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 ｻﾜｶﾞﾆ ｻﾜｶﾞﾆ Geothelphusa dehaani ○ ○ ○ ○ ○

23 昆虫 ｶｹﾞﾛｳ ﾌﾀｵｶｹﾞﾛｳ ﾁﾗｶｹﾞﾛｳ Isonychia japonica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 ﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ ｼﾛﾀﾆｶﾞﾜｶｹﾞﾛｳ Ecdyonurus yoshidae ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 Ecdyonurus属の一種 Ecdyonurus sp ○ ○

26 ﾕﾐﾓﾝﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ Epeorus curvatulus ○ ○

27 ｴﾙﾓﾝﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ Epeorus latifolium ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 Epeorus属の一種 Epeorus sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 ｺｶｹﾞﾛｳ Acentrella gnom Acentrella gnom ○ ○

30 Acentrella属の一種 Acentrella sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 Baetiella属の一種 Baetiella sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 ﾄﾋﾞｲﾛｺｶｹﾞﾛｳ Baetis chocoratus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 ｻﾎｺｶｹﾞﾛｳ Baetis sahoensis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 ｼﾛﾊﾗｺｶｹﾞﾛｳ Baetis thermicus ○ ○ ○ ○ ○

35 ﾖｼﾉｺｶｹﾞﾛｳ Baetis yoshinensis ○ ○

36 Ｄｺｶｹﾞﾛｳ Baetis sp D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Ｇｺｶｹﾞﾛｳ Baetis sp G ○ ○ ○ ○ ○

38 Ｈｺｶｹﾞﾛｳ Baetis sp H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 Cloeon属の一種 Cloeon sp ○ ○

40 ﾄﾋﾞｲﾛｶｹﾞﾛｳ Choroterpes属の一種 Choroterpes sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 ﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ ｸｼｹﾞﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ Ephemerella setigera ○ ○ ○

42 Ephemerella属の一種 Ephemerella sp ○ ○

43 ｴﾗﾌﾞﾀﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ Torleya japonica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 ｱｶﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ Uracanthella rufa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和 名

表４(1) 確認種リスト〔 底生動物 〕

門 名 綱 名No. 目 名 科 名 学 名
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木津川 前深瀬川
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 （小計） St.9 St.10 （小計）

45 （節足動物） (昆虫) （ｶｹﾞﾛｳ） ﾋﾒｶｹﾞﾛｳ ミツトゲヒメカゲロウ Brachycercus japonica ○ ○

46 ﾋﾒｶｹﾞﾛｳ属の一種 Caenis sp ○ ○ ○

47 ｶﾜｶｹﾞﾛｳ ｷｲﾛｶﾜｶｹﾞﾛｳ Pothamanthus formosus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

48 ﾓﾝｶｹﾞﾛｳ ﾌﾀｽｼﾞﾓﾝｶｹﾞﾛｳ Ephemera japonica ○ ○

49 ﾄｳﾖｳﾓﾝｶｹﾞﾛｳ Ephemera orientalis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 ﾓﾝｶｹﾞﾛｳ Ephemera strigata ○ ○

51 ﾄﾝﾎﾞ イトトンボ Ischnura属の一種 Ischnura sp ○ ○

52 ｶﾜﾄﾝﾎﾞ ﾊｸﾞﾛﾄﾝﾎﾞ Calopteryx atrata ○ ○

53 ﾐﾔﾏｶﾜﾄﾝﾎﾞ Calopteryx cornelia ○ ○

54 Calopteryx属の一種 Calopteryx sp ○ ○ ○ ○

55 ｵｵｶﾜﾄﾝﾎﾞ Mnais pruinosa nawai ○ ○ ○ ○ ○

56 Mnais属の一種 Mnais sp ○ ○

57 ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ ﾔﾏｻﾅｴ Asiagomphus melaenops ○ ○ ○ ○ ○

58 ｷｲﾛｻﾅｴ Asiagomphus pryeri ○ ○ ○ ○ ○

59 Davidius属の一種 Davidius sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 ﾎﾝｻﾅｴ Gomphus postocularis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 ｱｵｻﾅｴ Nihonogomphus viridis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 ｵﾅｶﾞｻﾅｴ Onychogomphus viridicostus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 ｺｵﾆﾔﾝﾏ Sieboldius albardae ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

64 ｵｼﾞﾛｻﾅｴ Stylogomphus suzukii ○ ○ ○ ○

65 ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ科の一種 Gomphidae gen  sp ○ ○ ○ ○ ○

66 ﾔﾝﾏ ｷﾞﾝﾔﾝﾏ Anax parthenope ○ ○

67 ｺｼﾎﾞｿﾔﾝﾏ Boyeria maclachlani ○ ○ ○ ○ ○

68 ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ ｺﾔﾏﾄﾝﾎﾞ Macromia amphigena ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

69 ｷｲﾛﾔﾏﾄﾝﾎﾞ Macromia daimoji ○ ○ ○ ○

70 ﾄﾝﾎﾞ ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ Orthetrum albistylum speciosum ○ ○

71 ｶﾜｹﾞﾗ ヒロムネカワゲラ ﾉｷﾞｶﾜｹﾞﾗ Cryptoperla japonica ○ ○

72 ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ ﾌｻｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ属の一種 Amphinemura sp ○ ○

73 ｶﾜｹﾞﾗ Kamimuria属の一種 Kamimuria sp ○ ○ ○ ○ ○

74 Neoperla属の一種 Neoperla sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

75 ｶﾒﾑｼ アメンボ ｱﾒﾝﾎﾞ Aquarius paludum ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

76 ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ Metrocoris histrio ○ ○

77 ﾅﾍﾞﾌﾞﾀﾑｼ ﾅﾍﾞﾌﾞﾀﾑｼ Aphelocheirus vittatus ○ ○ ○ ○ ○

78 ﾀｲｺｳﾁ ﾀｲｺｳﾁ Laccotrephes japonensis ○ ○ ○ ○

79 ｵｵｺｵｲﾑｼ Appasus major ○ ○

80 ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ ｾﾝﾌﾞﾘ ｾﾝﾌﾞﾘ属の一種 Sialis sp ○ ○

81 ﾍﾋﾞﾄﾝﾎﾞ ﾍﾋﾞﾄﾝﾎﾞ Protohermes grandis ○ ○ ○ ○ ○ ○

82 ﾄﾋﾞｹﾗ ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ Stenopsyche marmorata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

83 ﾁｬﾊﾞﾈﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ Stenopsyche sauteri ○ ○ ○ ○

84 ｸﾀﾞﾄﾋﾞｹﾗ クダトビケラ科の一種 Psychomyiidae sp ○ ○ ○ ○ ○

85 ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ ｺｶﾞﾀｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ属の一種 Cheumatopsyche sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

86 ｷﾞﾌｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ Hydropsyche gifuana ○ ○ ○

87 ｼﾛｽﾞｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ Hydropsyche albicephala ○ ○

88 ｳﾙﾏｰｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ Hydropsyche orientalis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学 名No. 門 名 綱 名 目 名 科 名 和 名

表４(2) 確認種リスト〔 底生動物 〕

木津川 前深瀬川
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 （小計） St.9 St.10 （小計）

89 （節足動物） (昆虫) （ﾄﾋﾞｹﾗ） （ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ） ﾅｶﾊﾗｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ Hydropsyche setensis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

90 ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ属の一種 Hydropsyche sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

91 ｵｵｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ Macrostemum radiatum ○ ○ ○

92 ｴﾁｺﾞｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ Potamyia echigoensis ○ ○ ○ ○ ○ ○

93 ﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ ﾔﾏﾅｶﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ Rhyacophila yamanakensis ○ ○ ○ ○ ○

94 ﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ属の一種 Rhyacophila sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

95 ﾔﾏﾄﾋﾞｹﾗ Agapetus属の一種 Agapetus sp ○ ○ ○ ○

96 ｴｸﾞﾘﾄﾋﾞｹﾗ Nothopsyche属の一種 Nothopsyche sp ○ ○

97 ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ属の一種 Goera sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

98 ﾁｮｳ ﾂﾄｶﾞ Potamomusa属の一種 Potamomusa sp ○ ○

99 ｺｳﾁｭｳ ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ｷﾍﾞﾘﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ Platambus fimbriatus ○ ○ ○ ○ ○ ○

100 ﾓﾝｷﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ Platambus pictipennis ○ ○

101 ｺｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ Hydaticus grammicus ○ ○

102 ﾐｽﾞｽﾏｼ ｺｵﾅｶﾞﾐｽﾞｽﾏｼ Orectochilus punctipennis ○ ○

103 ﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ Cophaesthetus属の一種 Cophaesthetus sp ○ ○

104 ﾁﾋﾞﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ属の一種 Ectopria sp ○ ○

105 Mataeopsephus属の一種 Mataeopsephus sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

106 ﾏｽﾀﾞﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ Psephenoides japonicus ○ ○ ○

107 Eubrianacinae亜科の一種 Eubrianacinae sp ○ ○ ○

108 ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ ﾖｺﾐｿﾞﾄﾞﾛﾑｼ Leptelmis gracilis ○ ○ ○

109 ﾎｿﾖｺﾐｿﾞﾄﾞﾛﾑｼ Leptelmis parallela ○ ○

110 ﾐﾔﾓﾄｱｼﾅｶﾞﾐｿﾞﾄﾞﾛﾑｼ Stenelmis miyamotoi ○ ○ ○

111 ｲﾌﾞｼｱｼﾅｶﾞﾄﾞﾛﾑｼ Stenelmis nipponica ○ ○ ○ ○ ○
112 ｱｼﾅｶﾞﾐｿﾞﾄﾞﾛﾑｼ Stenelmis vulgaris ○ ○
113 ｱﾜﾂﾔﾄﾞﾛﾑｼ Zaitzevia awana ○ ○ ○ ○ ○ ○

114 ﾂﾔﾄﾞﾛﾑｼ Zaitzevia nitida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

115 ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ亜科の一種 Elminae gen  sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

116 ホタル ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ Luciola cruciata ○ ○ ○

117 ﾊｴ ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ｳｽﾊﾞﾋﾒｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ属の一種 Antocha sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
118 ｸﾛﾋﾒｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ属の一種 Hexatoma (Eriocera) sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
119 ﾌﾞﾕ ｱｼﾏﾀﾞﾗﾌﾞﾕ属の一種 Simulium sp ○ ○ ○ ○ ○
120 ﾕｽﾘｶ ﾓﾝﾕｽﾘｶ亜科の一種 Tanypodinae gen  sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
121 ｴﾘﾕｽﾘｶ亜科の一種 Orthocladiinae gen  sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

122 ﾕｽﾘｶ亜科の一種 Chironominae gen  sp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４門 ７綱 20目 54科 43種 61種 56種 46種 31種 43種 54種 51種 110種 51種 55種 70種

No. 門 名 綱 名 目 名 科 名 和 名 学 名

表４(3) 確認種リスト〔 底生動物 〕

122種



 

 117 

 

 

木津川 前深瀬川
St.2 St.4 St.6 St.7 （小計） St.10 （小計）

1 藍藻 ｸﾛｵｺｯｸｽ ｱﾌｧﾉｶﾌﾟｻ Aphanocapsa sp. ○ ○ ○
2 ｶﾛｽﾘｯｸｽ属の一種 Calothrix sp. ○ ○
3 ﾒﾘｽﾓﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ属の一種 Merismopedium sp. ○ ○
4 ｶﾏｴｼﾌｫﾝ Chamaesiphon minutus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ﾌﾟﾚｳﾛｶﾌﾟｻ属の一種 Pleurocapsa sp. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 ﾋｹﾞﾓ ﾎﾒｵｽﾘｯｸｽ Homoeothrix janthina ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 ﾕﾚﾓ ﾕﾚﾓ Oscillatoria cortiana ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 ﾕﾚﾓ属の種 Oscillatoria spp. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 ｻﾔﾕﾚﾓ属の種 Phormidium spp. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 ｽﾁｺﾞﾈﾏ属の一種 Stigonema sp. ○ ○
11 紅藻 ﾍﾞﾆｲﾄﾓ ﾍﾞﾆｲﾄﾓ属の一種 Audouinella sp. ○ ○ ○ ○ ○
12 珪藻 ﾒﾛｼﾗ ﾀﾙｹｲｿｳ Melosira italica ○ ○
13 Melosira varians ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 Melosira sp. ○ ○
15 ﾌﾟﾚｳﾛｼﾗ Pleurosira laevis ○ ○
16 ﾀﾗｼｵｼﾗ ﾋﾒﾏﾙｹｲｿｳ属の一種 Cyclotella sp. ○ ○
17 ﾋﾞﾄﾞｩﾙﾌｨｱ ﾋﾄﾞﾛｾﾗ Hydrosera triquetra ○ ○
18 ﾃﾞｨｱﾄﾏ ｲﾀｹｲｿｳ Diatoma vulgaris ○ ○ ○ ○ ○
19 ｵﾋﾞｹｲｿｳ Fragilaria capucina v. gracilis ○ ○
20 Fragilaria capucina var.vaucheriae ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21 Fragilaria construens ○ ○ ○
22 Fragilaria intermedia ○ ○ ○
23 Fragilaria pinnata ○ ○
24 Fragilaria sp. ○ ○
25 ﾅｶﾞｹｲｿｳ Synedra fasciculata ○ ○
26 Synedra rumpens ○ ○ ○
27 Synedra ulna ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
28 ﾕｰﾉﾁｱ ｸｼｹｲｿｳ属の一種 Eunotia sp. ○ ○
29 ﾅﾋﾞｸﾗ ﾆｾｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳ Amphora angusta ○ ○ ○
30 Amphora libyca ○ ○ ○
31 Amphora pediculus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
32 Amphora sp. ○ ○

学 名科 名

表５(1) 確認種リスト〔 付着藻類 〕 

No. 綱 名 属 名

木津川 前深瀬川
St.2 St.4 St.6 St.7 （小計） St.10 （小計）

33 （珪藻） （ﾅﾋﾞｸﾗ） ｽｼﾞﾌﾈｹｲｿｳ Caloneis bacillum ○ ○ ○ ○
34 ｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳ Cymbella minuta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35 Cymbella sinuata ○ ○ ○ ○ ○ ○
36 Cymbella tumida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
37 Cymbella turgidula ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
38 Cymbella turgidula var. nipponica ○ ○ ○ ○
39 ｸｻﾋﾞｹｲｿｳ Gomphonema angustum ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
40 Gomphonema clevei ○ ○ ○ ○ ○
41 Gomphonema helveticum ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
42 Gomphonema minutum ○ ○
43 Gomphonema parvulum ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
44 Gomphonema pseudoaugur ○ ○
45 Gomphonema pseudosphaerophorum ○ ○ ○ ○ ○
46 Gomphonema quadripunctatum ○ ○ ○ ○
47 ｴｽｶﾞﾀｹｲｿｳ Gyrosigma acuminatum ○ ○
48 Gyrosigma kutzingii ○ ○ ○ ○
49 ﾌﾈｹｲｿｳ Navicula bacillum ○ ○
50 Navicula capitata ○ ○
51 Navicula capitatoradiata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
52 Navicula cincta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
53 Navicula confervacea ○ ○
54 Navicula cryptocephala ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
55 Navicula cryptotenella ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
56 Navicula cuspidata ○ ○
57 Navicula decussis ○ ○ ○
58 Navicula goeppertiana ○ ○ ○ ○ ○
59 Navicula gregaria ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
60 Navicula lanceolata ○ ○ ○ ○ ○ ○
61 Navicula minima ○ ○ ○ ○
62 Navicula mutica ○ ○ ○ ○
63 Navicula neoventricosa ○ ○
64 Navicula nipponica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No. 綱 名 科 名 学 名

表５(2) 確認種リスト〔 付着藻類 〕 

属 名
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木津川 前深瀬川
St.2 St.4 St.6 St.7 （小計） St.10 （小計）

65 （珪藻） (ﾅﾋﾞｸﾗ) （ﾌﾈｹｲｿｳ） Navicula peregrina ○ ○
66 Navicula pseudacceptata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
67 Navicula pseudolanceolata ○ ○
68 Navicula pupula ○ ○ ○ ○ ○ ○
69 Navicula rhynchocephala ○ ○ ○
70 Navicula saprophila ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
71 Navicula subminuscula ○ ○ ○ ○ ○ ○
72 Navicula symmetrica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
73 Navicula tripunctata ○ ○
74 Navicula trivialis ○ ○
75 Navicula veneta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
76 Navicula ventralis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
77 Navicula viridula var.linearis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
78 Navicula viridula var.rostellata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
79 Navicula viridula v. rostrata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
80 Navicula yuraensis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
81 Navicula sp. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
82 ﾋﾟﾝﾇﾗﾘｱ属の一種 Pinnularia sp. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
83 ﾛｲｺｽﾌｪﾆｱ Rhoicosphenia abbreviata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
84 ｱｸﾅﾝﾃｽ ﾏｶﾞﾘｹｲｿｳ Achnanthes brevipes v. intermedia ○ ○ ○ ○ ○
85 Achnanthes clevei ○ ○ ○ ○
86 Achnanthes exigua ○ ○ ○ ○
87 Achnanthes japonica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
88 Achnanthes lanceolata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
89 Achnanthes minutissima ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
90 Achnanthes subhudsonis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
91 Achnanthes sp. ○ ○
92 ｺﾊﾞﾝｹｲｿｳ Cocconeis placentula ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
93 ﾆｯﾁｱ ﾊﾞｼﾗﾘｱ Bacillaria paradoxa ○ ○
94 ﾊﾘｹｲｿｳ Nitzschia acicularis ○ ○
95 Nitzschia amphibia ○ ○ ○
96 Nitzschia clausii ○ ○

No. 科 名

表５(3) 確認種リスト〔 付着藻類 〕 

属 名 学 名綱 名

木津川 前深瀬川
St.2 St.4 St.6 St.7 （小計） St.10 （小計）

97 （珪藻） （ﾆｯﾁｱ） （ﾊﾘｹｲｿｳ） Nitzschia dissipata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
98 Nitzschia filiformis ○ ○
99 Nitzschia fonticola ○ ○

100 Nitzschia frustulum ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
101 Nitzschia inconspicua ○ ○ ○ ○
102 Nitzschia levidensis ○ ○
103 Nitzschia linearis ○ ○ ○ ○ ○
104 Nitzschia palea ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
105 Nitzschia paleacea ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
106 Nitzschia tryblionella ○ ○
107 Nitzschia sp. ○ ○ ○ ○
108 ｽﾘﾚﾗ ｵｵﾊﾞﾝｹｲｿｳ Surirella angusta ○ ○ ○ ○ ○
109 Surirella bifrons ○ ○ ○ ○ ○ ○
110 Surirella linearis ○ ○ ○
111 Surirella sp. ○ ○
112 緑藻 ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ Chlamydomonas sp. ○ ○ ○ ○
113 ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ Ankistrodesmus sp. ○ ○ ○ ○
114 ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ属の一種 Scenedesmus spp. ○ ○ ○ ○ ○ ○
115 ﾋﾋﾞﾐﾄﾞﾛ ﾋﾋﾞﾐﾄﾞﾛ属の一種 Ulothrix sp. ○ ○ ○
116 ｶｴﾄﾌｫﾗ ｽﾁｹﾞｵｸﾛﾆｳﾑ Stigeoclonium sp. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
117 ｼｵｸﾞｻ ｸﾗﾄﾞﾌｫﾗ属の一種 Cladophora sp. ○ ○ ○ ○
118 ﾘｿﾞｸﾛﾆｳﾑ Rhizoclonium sp. ○ ○
119 ｻﾔﾐﾄﾞﾛ ｻﾔﾐﾄﾞﾛ Oedogonium sp. ○ ○ ○ ○
120 ﾂﾂﾞﾐﾓ ﾐｶﾂﾞｷﾓ Closterium sp. ○ ○ ○ ○ ○ ○
121 ﾂﾂﾞﾐﾓ Cosmarium sp. ○ ○ ○ ○ ○ ○
122 ｽﾀｳﾗｽﾂﾙﾑ Staurastrum sp. ○ ○ ○ ○

４綱 ２１科 4０属 122種 99種 72種 68種 67種 117種 69種 69種

学 名No. 綱 名 科 名 属 名

表５(4) 確認種リスト〔 付着藻類 〕 
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補足資料－８ 淀川水系における水需要の抑制に向けて・川上ダム利水の代替案に対する見解 
（淀川水系流域委員会第 70 回委員会（H20.1.9）審議資料 1-3 河川管理者提供資料） 

 
淀川水系における水需要の抑制に向けて 

 

水需要の抑制に向けた淀川水系河川整備計画原案における考え方は、以下のとおりです。 
 
１．水需要の抑制による取水量の低減 

・一般に人々が社会生活の中で河川から多くの水を取水し利用することは、河川の水量を減らし、河

川に依存する生物の生息・生育環境に対して負荷を与えることにつながります。琵琶湖の水位低下

を緩和し、河川の豊かな流れを回復していくためには、節水や再利用等により水需要を抑制し、実

際の「取水量」を減らすことが必要です。 
 
・水需要の抑制に向けては、利水者、自治体等関係機関、市民との連携を強化し、節水意識の向上、

再利用や雨水利用を含めた限られた水資源の有効活用など取水量の低減につながるための具体的な

方策を進めます。 
 
・淀川水系の現状の水利用は、これまでの長い時間をかけて形成されてきたものです。更なる節水型

の社会の実現は必然的に市民のライフスタイルの変化を伴うことから、水需要の抑制は時間がかか

る課題と考えています。 
 
・取水量が、水利権量に対して、長期的・安定的に少ない状況で推移したならば、「水利権」の見直し

につながります。 
 

河川管理者としては、利水者の水需要（水利用実績、水需要予測等）を適切な機会を捉まえて精

査し、その結果に基づいて適切に水利権の見直しを行っていきます。 
※「水利権」は、河川等の水を排他的に取水して利用するための河川法に基づく権利で、通常は 10 年
程度の水需要予測に基づく必要量の最大値に対して権利が設定されます。許可にあたっては、必要

水量が妥当であることや、他の利水者や河川の維持流量等に支障を与えずに安定的に取水するため

の水源が確保されていること等が要件となります。 
※ なお、取水の推移を踏まえて水利権量を見直しても、それが直ちに河川の水量を回復することにつ

ながるものではありません。 
 
２．利水安全度の確保 

・近年における淀川下流域の水需要は漸減傾向にありますが、近年の少雨傾向により既存の水資源開

発施設の供給能力も低下しており、現状において水需給はバランスしている状況にあります。 
淀川下流域の上水道・工業用水道の水需給の状況 

水利権量 95.2 m3/s 

近年 2/20 の供給能力 75.2 m3/s 

日最大取水量（過去５ヶ年最大）73.0 m3/s 
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・このような現状の水需給のバランスを引き続き確保するとともに、水系全体の利水安全度の確保を

図っていく必要があると考えます。 
 
３．新たな利水者への対応 

・淀川下流域以外の地域で新たに取水を必要とする利水者がいる場合、一般的には、新たな水資源開

発施設による供給か、既存の利水者の水利権量を見直すことによって利用可能となる水源を転用す

ることが考えられます。 
 
・淀川水系においては、河川の自流により取水できる状況でないため、新たに水利権を取得するため

にはダム等の水資源開発施設により開発された水源が必要です。このような水源は各利水者が費用

負担して確保してきた利水者の財産です。このため、水利権が見直された場合にも、水源の保有に

ついては、将来の需要量（将来の計画や節水等による増減）や利水安全度を見極めて、まずは、利

水者が検討することになります。 
 
・したがって、現状の水需要が一時的に減少したからといって河川管理者として転用を強く求めるこ

とは適切ではないと考えています。なお、転用された水源によって新たな取水が行われることは、

水系全体として現状より利水安全度の低下となり、また、水需要の抑制の目的である琵琶湖水位低

下の緩和や河川流況の回復が図られるものではありません。水源の転用がただちに行えない場合に

おいては、水需給が逼迫し新たな水源を必要とする利水者は、新規水源の確保を行う必要がありま

す。 
 
 

川上ダム利水の代替案に対する見解 

 

川上ダムの利水の代替案として、青蓮寺ダムによる大阪市の開発水量 1.035m3/s を転用し、青蓮

寺ダム貯水池より青蓮寺ダム特定かんがい（青蓮寺用水）の導水管路を利用して矢田川に放流し伊

賀水道用水取水地点まで導水するという提案について、上記の水需要の抑制についての考え方を踏

まえた河川管理者の見解は以下のとおりです。 
なお、青蓮寺用水の水利権は 1/10 渇水年における降雨を考慮した必要水量より設定されており、

最大 1.72m3/s の期別取水量で、かつ年間総取水量 930 万 m3 以内となっています。 
また、ダムの開発水量は、取水地点における必要水量に対して当該地点の元々の河川の流量で不

足する水量をダムから補給することで確保されています。このため、取水地点が異なると同じダム

容量を使用しても確保できる開発水量は異なります。また、既存の水源であっても、取水地点を変

更する場合には他の取水に支障を与えないことが必要になります。このようなことから、青蓮寺ダ

ムの枚方地点開発水量を上流地点での取水に変更した場合には、開発水量は減少します。 
 

・青蓮寺ダムは淀川下流において 2.3m3/s の開発水量がありますが、近年の水資源開発施設の供給能

力を踏まえ、さらに今後の長期的な気象変動に対しても利水安全度の確保を図っていく上で、青蓮

寺ダムの水源を転用することは水系全体としては利水安全度の低下に繋がります。 
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・大阪市においては、青蓮寺ダムの水源について、今後の利水安全度の確保や将来の必要を踏まえて

引き続き保有していきたい意向です。 
 
・青蓮寺用水の最大取水量は、当初の 1.86m3/s が、かんがい面積や作付け時期の変更により H15 年

に 1.72m3/s に変更されていますが、これによる管路の余裕は 0.14m3/s（幹線水路の送水能力は末

端に行くほど小さくなっているため末端の余裕はさらに小さくなります）しかありません。また、

構造から流下能力を評価しても余裕は 0.05m3/s（矢田川に隣接する下流調整池の直上流地点）しか

ありません。したがって、伊賀水道用水必要水量 0.358m3/s の導水は行えません。 
 
・以上より、青蓮寺ダムによる大阪市の開発水量 1.035m3/s を転用し、青蓮寺ダム貯水池より青蓮寺

用水の導水管路を利用して矢田川に放流し伊賀水道用水取水地点まで導水するという案については、

有効な代替案とは言えません。 
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補足資料－９ 全国的なダムにおけるアセットマネジメントの取り組み事例（新規） 

 

これまで整備されてきたダムは、その建設の時点で治水、利水それぞれの効果を発揮してきたとこ

ろである。特に治水上、利水上の必要性、緊急性がいずれも高い状況に対し対応が求められたこと、

ダムの立地の適地が限られること、貯水容量を確保する上でのスケールメリットを発揮しやすいこと

等から、多くの多目的ダムが整備されてきている。 

ダムにおけるアセットマネジメントは、水系に複数のダムが整備され運用されている現段階におい

て、河川の状況、下流地域の重要性等を踏まえ、低コスト化や省力化により、できる限り新規の投資

を抑制しつつ、必要な治水･利水の水準を確保した上でより効率的な運用を目指すものであり、近年、

全国的に様々な取り組みが展開されているところである。 

 例えば、以下のような事業が具体化されている。 

 

①水系に複数のダムが整備され運用されている場合に、一つ一つのダムを個別に運用するよりも、ダ

ム群として運用を行うことで、より効率的な運用を行う方法 

・鬼怒川上流ダム群連携事業（平成 7年度事業着手） 

五十里ダムと川治ダムを導水路で結び、五十里ダムでの利用しきれない水を川治ダムに貯め、水

を運用することにより下流河川の流況改善を図る。  

・利根川上流ダム群再編事業（平成 14年度事業着手） 

藤原ダム、薗原ダム、下久保ダムにおいて、洪水調節方法の変更、ダム嵩上げによる容量増加、

治水・利水の容量振り替え等により効率的な治水安全度の向上及び下流河川の環境の改善を図る。  

・筑後川水系ダム群連携事業（平成 13年度事業着手） 

筑後川の流量が豊富で、かつ既設ダムに空き容量がある場合に、筑後川から支川佐田川及び小石

原川に導水してそれぞれ寺内ダム、江川ダムに貯留し、夏場の渇水時には筑後川に河川水の供給

を行うなど流域の水環境保全を図る。 

②既設ダムの堆砂対策により容量確保を行う方法 

・三峰川総合開発事業（昭和 62 年度事業着手） 

美和ダムの土砂流入を抑制する恒久堆砂対策として洪水バイパストンネル及び分派堰を設置する。 

・横山ダム再開発事業（平成 2年度事業着手） 

横山ダムの堆積土砂を掘ってダム容量の回復を図り、貯砂堰を設置する。 

・天竜川ダム再編事業（平成 16 年度事業着手） 

利水専用既設ダム（佐久間ダム）を有効活用し新たに治水機能を確保する。また、貯水池の保全

を図るために恒久的な堆砂対策を実施する。 

③既設ダムの堤体の一部を取り込んだ嵩上げを行う方法 

・新丸山ダム建設事業（昭和 55 年度事業着手） 

既設ダムの堤体の一部を取り込んだ嵩上げを実施する。 
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図１ 既存ダムの活用を目的として取り組まれてきた事業の例 

 

 上記の②に示すとおり、既設ダムの堆砂対策による容量の確保については、地域特性や個々の施設

の制約条件などを考慮し、最も経済的となる対策が採用されてきている。川上ダムにおける既設ダム

の長寿命化施策も、このような流れの中で構想されてきたものであり、既存施設の有効活用とライフ

サイクルコストの縮減を念頭において、計画的な維持管理･更新を行うことで効率的な運用を目指すも

のである。 

（三峰川総合開発事業） 

（天竜川ダム再編事業） 

美和ダム 
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(ii) 非洪水期の洪水調節容量を活用する案では、代替補給が非洪水期に限定されるため、洪水期に

補給ができなくなる。そのため、水位を低下させているダムでは、冬期渇水が夏期まで継続す

る場合、夏場の水位が更に低下する可能性がある。（図 5.5.4 参照） 
(iii) また、洪水容量と不特定容量に堆砂した土砂を陸上掘削するため、非洪水期当初に夏期制限水

位から不特定容量分だけ水位を低下させる。このため、この容量相当は非洪水期当初からに確

保しておく必要がある。（図 5.5.4 参照） 
(iv) 非洪水期の洪水調節容量をなくすと、非洪水期における中小出水に迅速、的確かつ安全に管理

することが困難となる。 
◆結 論  

5.5.2 の評価項目(2)、(4)が満足できないため、河川管理者としては年間を通じて実施できず、掘削

量や工期等が決められない確実性のない計画は立てられないことから、実施できないと考える。 
 

④ 最低水位以下の容量（堆砂容量）の活用 

◆概 要 
各ダムは、渇水などによりダム水位が最低水位よりも低下した場合に、最低水位以下の水を放流す

るための設備を有している。 
この放流設備の設置標高は最低水位よりも下にあり、最低水位から放流設備の設置標高の間の容量

を長寿命化容量に振り替えて活用する考え方である。なお、各ダムの最低水位以下の振り替え可能容

量は以下のとおりである。 
 

表 5.5.1 各ダムの最低水位以下容量と振り替え可能容量 

 最低水位以下容量 

(計画堆砂容量)<万 m3> 

振り替え可能容量 

<万 m3> 

高山ダム 760 260 

青蓮寺ダム 340 41 

布目ダム 190 38 

比奈知ダム 240 200 

川上ダム 180 未定 

 
◆考 察 
(i) 流入土砂が完全に除去できないため堆砂容量は徐々に減少していく。 
(ii) 振り替え可能容量に堆砂している量は、今後も増加していくため、堆砂容量内の水を永続的に

他ダムの長寿命化のための補給水として利用する場合には、浚渫により堆砂を除去して容量を

維持する必要がある。 
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◆結 論 
洪水の発生頻度と発生被害規模から、緊急的工事を除き、一般的には洪水期の河川内工事は実施し

ないこととしている。仮に実施したとしても、その行為は安全上厳しく制限を受け非効率・不経済と

なる。よって、5.5.2 の評価項目(4)が満足できないため、河川管理者としては年間を通じて実施でき

ず、掘削量や工期等が決められない確実性のない計画は立てられないことから、実施できないと考え

る。 
 
 
  
 

写真 5.5.1 青蓮寺ダム貯水池流入端堆砂状況




